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はじめに 

 

 千葉県では、予定価格５千万円以上の建設工事の一般競争入札について、総合  

評価方式による落札者決定をしています。 

 この「技術資料作成の手引き」は、円滑な入札の執行と入札参加資料作成者の  

負担軽減を図ることを目的に「千葉県総合評価方式ガイドライン」を補完するも 

のとしてとりまとめています。 

記載内容は、総合評価方式における各評価項目について、「記載要領」「評価の

ポイント」「記入例」としています。 

県では、引き続き、提出された技術資料を適切に評価して参りますので、資料

の作成にあたっては「千葉県総合評価方式ガイドライン」と共に、この手引きを

ご活用ください。 
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第１章 総則 

 １．技術資料作成にあたって 

   この「技術資料の手引き」の内容は、標準的な技術資料の考え方を示しています。発

注者が入札公告・入札説明書等で記載している事項は、その内容が優先されますので、

ご注意ください。 

なお、総合評価方式の入札に参加する際には、技術管理課ホームページに掲載されて

いる最新の内容を必ずご確認下さい。また、技術資料の様式は、その都度最新のものを

ダウンロードし、作成ください。 

 

（総合評価方式について（建設工事）） 

http://www.pref.chiba.lg.jp/gikan/koukyoujigyou/hinshitsu.html 

 

  （最新の様式の入手先）                      
http://www.pref.chiba.lg.jp/gikan/nyuu-kei/kensetsukouji/kitei-
tsuuchi/teisyutuyousiki.html 

 

平成２１年５月１日から適用してきた「公共事業等の早期施行にかかる総合評価方式

の対応について」の通知（平成２１年４月１７日付け技第５４号）により、特別簡易型

で実施してきた施工計画の省略については、令和 2 年１０月の「千葉県総合評価ガイド

ライン」の改定により廃止となりました。 

 

 

２．問い合わせ先 

 

各部局庁が実施する総合評価方式の一般的な内容についての質問先は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県土整備部→ 技術管理課技術審査班         ［043-223-3506］ 

生活環境部→ 環境政策課             [043-223-4646] 

農林水産部→ 耕地課                  [043-223-2847] 

企業局（水道）→ 水道部計画課            ［043-211-8637］ 

企業局（工業用水道）→ 工業用水部工業用水管理課 [043-307-1506] 

企業局（企業土地管理局）→ 土地管理部資産管理課 [043-296-8925］ 

教育庁→ 企画管理部教育施設課           ［043-223-4192］ 
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第２章 技術資料の作成方法 

 

【提出する技術資料】 

技術資料一覧表 

評価点算定資料一覧表（特別簡易型） 様式第 1 号 

評価点算定資料一覧表（簡易型） 様式第 1 号 

評価点算定資料一覧表（特定 JV 型） 様式第 1 号 

施工計画 様式第２号 

同種工事の施工実績（企業） 様式第３号 

技術開発の実績 様式第４－１号 

新技術の活用 様式第４－２号 

配置予定技術者の資格・工事経験・工事成績 様式第５号 

配置予定技術者の評価対象期間の追加事由 様式第６号 

若手技術者・女性技術者の配置 様式第７号 

継続教育（ＣＰＤ）の取得状況 様式第８号 

当該管内での施工実績（地域精通度） 様式第９号 

地震・風水害・その他の災害応急対策に関する協定 様式第１０号 

県内企業の活用 様式第１１号 

県産品活用計画書 様式第１２号 

地域美化活動のボランティア実績 様式第１３号 

障害者雇用促進 様式第１４号 

高年齢者雇用促進 様式第１５号 

女性雇用促進 様式第１６号 

災害活動実績 様式第１７号 

手持ち工事量の状況 様式第１８号 

技術提案書（標準型） 様式第１９号 
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１．評定項目一覧 

１）評価点算定資料一覧表（様式第 1 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 申請点数は自社の提出資料に基づき、入札公告文を確認し各項目の該当する 

  点数を記入してください。（記入が無い場合は０点として扱います。） 

（２） 様式第１号については、「特別簡易型」、「簡易型」、「特定ＪＶ用」の３様式が 

ありますので、対応する形式の一覧表を選定し、記入してください。 

（経常 JV の場合は特別簡易型・簡易型の様式第 1 号を構成員毎に作成し、別途、

所定の比率計算及び合算した様式第 1 号を作成した上、併せて提出してくださ

い。） 

（３） 様式欄外の注記を必ず確認し、各項目の記載をお願いします。 

（４） 提出枚数は、各項目の様式及び添付資料の合計枚数を記入して下さい。 

（５） 以下の項目については、「なし」とした場合、各様式・添付資料は不要です。 

・当該工事関連分野での技術開発の実績（様式第４－１号） 

・当該工事関連分野での新技術等の活用（様式第４－２号） 

・若手技術者・女性技術者の配置（様式第 7 号） 

・継続教育（ＣＰＤ）の取り組み状況（様式第８号） 

・地震・風水害・その他の災害応急対策に関する協定（様式第 10 号） 

・県産品活用計画書（様式第 12 号） 

（６） 資料作成時には必ず、評価期間の確認をしてください。 

（７） 以下の項目については、「その他の実績又は実績なし」とした場合、各様式・ 

添付資料は不要です。 

・過去１０年間の同種工事の施工実績（様式第３号） 

・当該管内での施工実績（様式第９号）  

（８） 申請点数や提出資料の確認に必要な基本情報となりますので、入札公告の内容

を確認し齟齬が無いよう、必ず複数人で確認するなどの対策を行って提出してく

ださい。※各評価項目、添付様式との整合と点数の記載を再確認してください。 

（９） 技術資料提出期限日までは、資料の修正、再提出は可能です。 

（10）一抜け方式の場合、提出する技術資料は１つとなります。参加するすべての工事

名称を１つの技術資料に併記してください。 

記載要領 
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（１） 様式第１号が未提出の場合又は白紙で提出された場合は、技術評価点が加点  

されません。（重要な様式です必ず提出してください。）    

（２） 会社名・工事名の記載漏れ、誤記は、当該工事への入札参加者からの正しい   

申請か否か確認できないことから、技術評価点が加点されません。 

（３） 区分・申請点数の記載漏れがこれまでも散見されており、この場合、それぞれ

の項目は加点されません。（該当する項目の点数は０点となりますので特に注意 

してください。） 

（４） 誤記については、添付資料を確認の上、本来の点数より高く申請されている  

場合、本来の点数で評価します。 

（５） 各様式の添付があっても、申請点数の記入漏れは加点されません。また、申請

点数の記入があっても、必要な様式の添付が無い場合も加点されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価のポイント 
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×
　

1
0
0
　

に
よ

り
算

出
す

る
。

（
様

式
第

1
1
号

を
参

照
の

こ
と

）

注
６

）
工

事
成

績
の

対
象

は
単

年
度

工
事

の
み

だ
け

で
は

な
く
、

複
数

年
度

に
ま

た
が

る
工

事
も

含
ま

れ
る

。
な

お
、

工
事

成
績

は
工

事
検

査
結

果
通

知
書

の
年

月
日

が
属

す
る

年
度

で
集

計
す

る
。

（
発

注
年

度
で

は
な

い
。

）

注
７

）
様

式
６

号
は

対
象

機
関

の
追

加
の

対
象

の
場

合
の

み
作

成
、

提
出

す
る

注
８

）
入

札
参

加
者

が
県

内
企

業
の

場
合

又
は

県
内

企
業

が
下

請
負

予
定

金
額

に
占

め
る

割
合

が
５

０
％

未
満

の
場

合
は

、
提

出
し

な
く
て

よ
い

。

注
９

）
「
千

葉
県

所
掌

工
事

（
工

種
：
○

○
）
に

お
け

る
手

持
ち

工
事

量
の

状
況

」
の

申
請

点
数

が
０

点
（
手

持
ち

工
事

量
比

率
が

1
.0

以
上

）
の

場
合

は
、

本
項

目
に

係
る

「
様

式
１

８
号

」
及

び
「
契

約
状

況
の

一
覧

表
及

び
Ｃ

Ｏ
Ｒ

ＩＮ
Ｓ

デ
ー

タ
等

」
は

提
出

し
な

く
て

よ
い

。

【
記

入
に

お
け

る
留

意
事

項
}

１
　

太
枠

で
囲

ま
れ

て
い

る
「
区

分
」
、

「
申

請
点

数
」
及

び
「
提

出
枚

数
」
を

記
入

す
る

。
「
区

分
」
の

欄
は

該
当

す
る

区
分

に
つ

い
て

○
で

囲
み

、
下

線
部

に
つ

い
て

は
記

入
す

る
。

２
　

工
種

○
○

は
、

資
格

要
件

で
設

定
し

た
工

種
と

す
る

。
（
工

事
名

の
下

、
プ

ル
ダ

ウ
ン

メ
ニ

ュ
ー

で
選

択
）

３
　

評
価

項
目

に
設

定
さ

れ
て

い
な

い
項

目
は

、
「
申

請
点

数
」
及

び
「
提

出
枚

数
」
欄

に
「
－

」
を

記
入

す
る

。

４
　

提
出

枚
数

と
は

提
出

書
類

（
様

式
を

含
む

）
の

枚
数

を
い

い
、

提
出

部
数

で
は

な
い

。

５
　

「
様

式
第

４
－

１
号

、
第

４
－

２
号

、
第

７
号

、
第

８
号

、
第

１
０

号
、

第
１

２
号

」
と

そ
の

添
付

資
料

は
、

「
な

し
」
の

場
合

は
提

出
し

な
く
て

よ
い

。
ま

た
、

「
様

式
第

３
号

及
び

第
９

号
」
と

そ
の

添
付

資
料

は
、

「
そ

の
他

の
実

績
又

は
実

績
な

し
」
の

場
合

は
提

出
し

な
く
て

よ
い

。

６
　

 発
注

案
件

に
応

じ
て

自
由

項
目

設
定

で
評

価
項

目
が

追
加

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
適

宜
、

項
目

を
追

加
す

る
。

企
業

の
施

工
能

力

平
均

点
　

　
　

　
　

点
　

　
　

注
２

）
点

数
な

し

過
去

１
年

間
に

不
誠

実
な

行
為

に
よ

る
文

書
注

意
あ

り

評
価

点
算

定
資

料
一

覧
表

区
　

　
　

分

平
成

・
令

和
　

　
　

年
度

優
良

工
事

表
彰

対
象

工
事

あ
り

（
平

成
　

　
　

年
度

完
成

工
事

）

新
技

術
等

の
活

用
あ

り

あ
り

な
し

市
町

村
等

の
実

績

な
し

市
町

村
等

の
実

績

8
0
点

以
上

の
実

績
あ

り
な

し

あ
り

な
し

様
式

第
５

号
　

配
置

予
定

技
術

者
の

資
格

・
工

事
経

験
・
工

事
成

績
注

６
）

様
式

第
６

号
　

配
置

予
定

技
術

者
の

評
価

対
象

期
間

の
追

加
事

由
注

７
）

　 枚

様
式

第
１

３
号

　
　

地
域

美
化

活
動

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
実

績
様

式
第

１
４

号
　

　
障

害
者

雇
用

促
進

様
式

第
１

５
号

　
　

高
年

齢
者

雇
用

促
進

様
式

第
１

６
号

　
　

女
性

雇
用

促
進

（
い

ず
れ

か
1
件

に
該

当
す

れ
ば

よ
い

。
「
あ

り
」
と

し
て

申
請

す
る

項
目

の
様

式
の

み
、

添
付

資
料

と
と

も
に

提
出

）

枚

あ
り

あ
り

あ
り

あ
り

な
し

市
町

村
等

の
実

績

配
置

予
定

技
術

者
の

能
力

　
　

　
　

　
点

県
外

企
業

で
あ

る
　

　
県

内
企

業
が

下
請

負
予

定
金

額
に

占
め

る
割

合
 注

２
）
注

５
）

( 
  

  
  

  
  

  
 　

　
　

　
 　

 　
  

  
÷

  
  

 　
　

 　
  

　
　

　
  

  
  

  
  

）
×

1
0
0
＝

　
　

　
％

あ
り

あ
り

な
し

あ
り

な
し

地
域

貢
献

度

県
と

の
基

本
協

定
の

み
　

　
　

　
　

　
　

　
締

結
あ

り

地
域

特
有

貢
献

の
有

無

あ
り

該
当

な
し

活
動

実
績

あ
り

な
し

そ
の

他
千

葉
県

所
掌

工
事

「
工

種
：
過

去
１

０
年

間
の

同
種

工
事

の
施

工
経

験
」
に

お
け

る
手

持
ち

工
事

量
の

状
況

　
過

去
２

か
年

度
間

の
平

均
受

注
額

　
　

注
４

）
　

　
　

　
　

点

様
式

第
１

８
号

契
約

状
況

（
受

注
金

額
）
を

一
覧

表
に

し
て

提
出

す
る

こ
と

（
様

式
は

自
由

）
（
C

O
R

IN
S
デ

ー
タ

等
を

添
付

）
注

９
）

枚
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

）

千
葉

県
所

掌
工

事
に

お
け

る
総

合
評

価
方

式
で

の
履

行
義

務
違

反
「
総

合
評

価
に

よ
る

減
点

」
  

あ
り

な
し
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様
式

第
１

号

【
簡

 易
 型

】
工

事
名

：
会

社
名

：

工
種

：
○

○

評
　

価
　

項
　

目
細

　
　

　
目

申
請

点
数

提
　

出
　

書
　

類
提

出
枚

数

様
式

第
２

号
　

施
工

計
画

枚

過
去

１
０

年
間

の
同

種
工

事
の

施
工

実
績

国
・
県

等
の

実
績

そ
の

他
の

実
績

又
は

実
績

な
し

　
　

　
　

　
点

様
式

第
３

号
　

同
種

工
事

の
施

工
実

績
枚

千
葉

県
所

掌
工

事
「
工

種
：
○

○
」
に

お
け

る
工

事
成

績
の

平
均

点
　

　
　

　
　

点
工

事
成

績
評

定
評

価
を

一
覧

表
に

し
て

提
出

（
一

覧
表

の
様

式
は

自
由

）
注

６
）

枚

過
去

２
か

年
度

間
の

「
工

種
：
○

○
」
に

お
け

る
優

良
工

事
表

彰
対

象
工

事
な

し
　

　
　

　
　

点

当
該

工
事

関
連

分
野

で
の

技
術

開
発

の
実

績
又

は
当

該
工

事
関

連
分

野
で

の
新

技
術

等
の

活
用

技
術

開
発

の
実

績
あ

り
な

し
　

　
　

　
点

様
式

第
４

－
１

号
　

技
術

開
発

の
実

績
又

は
様

式
第

４
－

２
号

　
新

技
術

等
の

活
用

 の
い

ず
れ

か
一

つ
を

選
択

し
て

提
出

す
る

こ
と

枚

IS
O

認
証

取
得

　
　

　
　

　
点

登
録

証
の

写
し

を
提

出
す

る
こ

と
枚

千
葉

県
所

掌
工

事
に

お
け

る
過

去
の

不
誠

実
な

行
為

過
去

２
年

間
に

不
誠

実
な

行
為

に
よ

る
指

名
停

止
あ

り
な

し
　

　
　

　
　

点
点

数
に

つ
い

て
、

指
名

停
止

、
文

書
注

意
が

2
回

以
上

あ
っ

た
場

合
は

、
最

大
減

点
の

み
を

記
載

す
る

。

主
任

（
監

理
）
技

術
者

資
格

　
　

　
　

　
点

過
去

１
０

年
間

の
同

種
工

事
の

施
工

経
験

国
・
県

等
の

実
績

そ
の

他
の

実
績

又
は

実
績

な
し

　
　

　
　

　
点

主
任

（
監

理
）
技

術
者

と
し

て
施

工
し

た
千

葉
県

所
掌

工
事

に
お

け
る

過
去

４
か

年
度

間
の

「
工

種
：
○

○
」
で

の
工

事
成

績
　

　
　

　
　

点

若
手

技
術

者
・
女

性
技

術
者

の
配

置
　

　
　

　
　

点
様

式
第

７
号

　
若

手
技

術
者

・
女

性
技

術
者

の
配

置
枚

継
続

教
育

(C
P

D
)の

取
り

組
み

状
況

　
　

　
　

　
点

様
式

第
８

号
　

継
続

教
育

(C
P

D
)の

取
得

状
況

枚

地
域

精
通

度
過

去
１

０
年

間
の

当
該

管
内

で
の

施
工

実
績

　
　

　
　

注
１

）
国

・
県

等
の

実
績

そ
の

他
の

実
績

又
は

実
績

な
し

　
　

　
　

　
点

様
式

第
９

号
　

当
該

管
内

で
の

施
工

実
績

枚

「
地

震
・
風

水
害

・
そ

の
他

の
災

害
応

急
対

策
に

関
す

る
業

務
基

本
協

定
」

業
務

細
目

協
定

の
締

結
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 あ

り
な

し
　

　
　

　
　

点
様

式
第

１
０

号
　

地
震

・
風

水
害

・
そ

の
他

の
災

害
応

急
対

策
に

関
す

る
協

定
枚

県
内

企
業

の
活

用
県

内
企

業
で

あ
る

　
　

　
　

点
様

式
第

１
１

号
　

県
内

企
業

の
活

用
注

８
）

枚

営
業

拠
点

の
所

在
地

の
有

無
　

　
　

　
　

点

県
産

品
の

活
用

　
　

　
　

　
点

様
式

第
１

２
号

　
県

産
品

活
用

計
画

書
枚

千
葉

県
が

管
理

す
る

公
共

施
設

で
の

地
域

美
化

活
動

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
実

績

千
葉

県
内

在
住

の
障

害
者

雇
用

実
績

千
葉

県
内

在
住

の
高

年
齢

者
雇

用
実

績

千
葉

県
内

在
住

の
女

性
雇

用
実

績

自
由

項
目

過
去

２
年

間
の

災
害

活
動

実
績

の
有

無
　

　
　

　
　

点
様

式
第

１
７

号
　

災
害

活
動

実
績

枚

年
間

受
注

額
 　

注
３

）
　

　
　

÷
手

持
ち

工
事

量
比

率
　

注
２

）

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

）
＝

　
（
　

　
　

  
 　

　
　

　
）

　
　

　
　

　
点

注
１

）
千

葉
県

内
で

の
実

績
を

評
価

項
目

と
し

て
い

る
場

合
は

、
当

該
管

内
を

千
葉

県
内

と
読

み
替

え
る

。
注

２
）
小

数
点

２
位

以
下

を
切

り
捨

て
と

す
る

。

注
３

）
年

間
受

注
額

は
、

入
札

公
告

の
日

か
ら

1
年

間
遡

っ
た

期
間

に
契

約
し

た
も

の
を

対
象

と
し

、
5
0
0
万

円
以

上
の

工
事

を
対

象
と

す
る

。
注

４
）
過

去
２

か
年

度
間

の
平

均
受

注
額

は
、

5
0
0
万

円
以

上
の

工
事

を
対

象
と

す
る

。

注
５

）
（
県

内
企

業
下

請
負

予
定

金
額

合
計

÷
下

請
負

予
定

金
額

合
計

）
　

×
　

1
0
0
　

に
よ

り
算

出
す

る
。

（
様

式
第

1
1
号

を
参

照
の

こ
と

）

注
６

）
工

事
成

績
の

対
象

は
単

年
度

工
事

の
み

だ
け

で
は

な
く
、

複
数

年
度

に
ま

た
が

る
工

事
も

含
ま

れ
る

。
な

お
、

工
事

成
績

は
工

事
検

査
結

果
通

知
書

の
年

月
日

が
属

す
る

年
度

で
集

計
す

る
。

（
発

注
年

度
で

は
な

い
。

）

注
７

）
様

式
６

号
は

対
象

機
関

の
追

加
の

対
象

の
場

合
の

み
作

成
、

提
出

す
る

注
８

）
入

札
参

加
者

が
県

内
企

業
の

場
合

又
は

県
内

企
業

が
下

請
負

予
定

金
額

に
占

め
る

割
合

が
５

０
％

未
満

の
場

合
は

、
提

出
し

な
く
て

よ
い

。

注
９

）
「
千

葉
県

所
掌

工
事

（
工

種
：
○

○
）
に

お
け

る
手

持
ち

工
事

量
の

状
況

」
の

申
請

点
数

が
０

点
（
手

持
ち

工
事

量
比

率
が

1
.0

以
上

）
の

場
合

は
、

本
項

目
に

係
る

「
様

式
１

８
号

」
及

び
「
契

約
状

況
の

一
覧

表
及

び
Ｃ

Ｏ
Ｒ

ＩＮ
Ｓ

デ
ー

タ
等

」
は

提
出

し
な

く
て

よ
い

。

【
記

入
に

お
け

る
留

意
事

項
}

１
　

太
枠

で
囲

ま
れ

て
い

る
「
区

分
」
、

「
申

請
点

数
」
及

び
「
提

出
枚

数
」
を

記
入

す
る

。
「
区

分
」
の

欄
は

該
当

す
る

区
分

に
つ

い
て

○
で

囲
み

、
下

線
部

に
つ

い
て

は
記

入
す

る
。

２
　

工
種

○
○

は
、

資
格

要
件

で
設

定
し

た
工

種
と

す
る

。
（
工

事
名

の
下

、
プ

ル
ダ

ウ
ン

メ
ニ

ュ
ー

で
選

択
）

３
　

評
価

項
目

に
設

定
さ

れ
て

い
な

い
項

目
は

、
「
申

請
点

数
」
及

び
「
提

出
枚

数
」
欄

に
「
－

」
を

記
入

す
る

。

４
　

提
出

枚
数

と
は

提
出

書
類

（
様

式
を

含
む

）
の

枚
数

を
い

い
、

提
出

部
数

で
は

な
い

。

５
　

「
様

式
第

４
－

１
号

、
第

４
－

２
号

、
第

７
号

、
第

８
号

、
第

１
０

号
、

第
１

２
号

」
と

そ
の

添
付

資
料

は
、

「
な

し
」
の

場
合

は
提

出
し

な
く
て

よ
い

。
ま

た
、

「
様

式
第

３
号

及
び

第
９

号
」
と

そ
の

添
付

資
料

は
、

「
そ

の
他

の
実

績
又

は
実

績
な

し
」
の

場
合

は
提

出
し

な
く
て

よ
い

。

６
　

 発
注

案
件

に
応

じ
て

自
由

項
目

設
定

で
評

価
項

目
が

追
加

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
適

宜
、

項
目

を
追

加
す

る
。

　 枚

様
式

第
５

号
　

配
置

予
定

技
術

者
の

資
格

・
工

事
経

験
・
工

事
成

績
注

６
）

様
式

第
６

号
　

配
置

予
定

技
術

者
の

評
価

対
象

期
間

の
追

加
事

由
注

７
）

あ
り

な
し

8
0
点

以
上

の
実

績
あ

り
な

し

あ
り

な
し

あ
り

な
し

市
町

村
等

の
実

績

配
置

予
定

技
術

者
の

能
力

あ
り

な
し

市
町

村
等

の
実

績

県
と

の
基

本
協

定
の

み
　

　
　

　
　

　
　

　
締

結
あ

り

地
域

貢
献

度

県
外

企
業

で
あ

る
　

　
県

内
企

業
が

下
請

負
予

定
金

額
に

占
め

る
割

合
  

注
2
）
注

5
）

( 
  

  
  

  
  

  
 　

　
　

  
  

  
÷

  
  

 　
　

  
 　

  
  

  
  

  
）
×

1
0
0
＝

　
　

　
％

あ
り

あ
り

評
価

点
算

定
資

料
一

覧
表

区
　

　
　

分

個
別

工
事

毎
に

定
め

る

過
去

１
年

間
に

不
誠

実
な

行
為

に
よ

る
文

書
注

意
あ

り

平
成

・
令

和
　

　
　

年
度

優
良

工
事

表
彰

対
象

工
事

あ
り

（
平

成
　

　
　

年
度

完
成

工
事

）

あ
り

な
し

千
葉

県
所

掌
工

事
に

お
け

る
総

合
評

価
方

式
で

の
履

行
義

務
違

反
「
総

合
評

価
に

よ
る

減
点

」
  

あ
り

な
し

企
業

の
施

工
能

力

平
均

点
　

　
　

　
　

点
　

　
　

注
２

）
点

数
な

し

新
技

術
等

の
活

用
あ

り

あ
り

市
町

村
等

の
実

績

活
動

実
績

あ
り

枚

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

）

様
式

第
１

８
号

　
手

持
ち

工
事

量
の

状
況

契
約

状
況

（
受

注
金

額
）
を

一
覧

表
に

し
て

提
出

す
る

こ
と

（
様

式
は

自
由

）
（
C

O
R

IN
S
デ

ー
タ

等
を

添
付

）
注

９
）

枚

様
式

第
１

３
号

　
　

地
域

美
化

活
動

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
実

績
様

式
第

１
４

号
　

　
障

害
者

雇
用

促
進

様
式

第
１

５
号

　
　

高
年

齢
者

雇
用

促
進

様
式

第
１

６
号

　
　

女
性

雇
用

促
進

（
い

ず
れ

か
1
件

に
該

当
す

れ
ば

よ
い

。
「
あ

り
」
と

し
て

申
請

す
る

項
目

の
様

式
の

み
、

添
付

資
料

と
と

も
に

提
出

）

該
当

な
し

あ
り

施
工

計
画

（
簡

易
型

）

な
し

そ
の

他
千

葉
県

所
掌

工
事

「
工

種
：
過

去
１

０
年

間
の

同
種

工
事

の
施

工
経

験
」
に

お
け

る
手

持
ち

工
事

量
の

状
況

　
過

去
２

か
年

度
間

の
平

均
受

注
額

　
　

注
４

）
　

　
　

　
　

点

あ
り

な
し

地
域

特
有

貢
献

の
有

無
　

　
　

　
　

点
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％ ％ ％

注１）千葉県内での実績を評価項目としている場合は、当該管内を千葉県内と読み替える。

注２）（県内企業下請負予定金額合計÷下請負予定金額合計）　×　100　により算出する。

注３）県外+県内の企業体の場合は、（０点×出資比率）+（２点×出資比率）により算出する。

注４）工事成績の対象は単年度工事のみだけではなく、複数年度にまたがる工事も含まれる。なお、工事成績は工事検査結果通知書の年月日が属する

       年度で集計する。（発注年度ではない。）

【記入における留意事項}

１　太枠で囲まれている「区分」、「申請点数」及び「提出枚数」を記入する。選択項目については○で囲む。

２　工種○○は、資格要件で設定した工種とする。（工事名の下、プルダウンメニューで選択）

３　評価項目に設定されていない項目は、「申請点数」及び「提出枚数」欄に「－」を記入する。

４　枚数とは提出書類（様式を含む）の枚数をいい、提出部数ではない。

５　「様式第４－１号、第４－２号、第６号、第７号、第８号、第９号、第１０号、第１２号」とその添付資料は、「なし」の場合は提出しなくてよい。また、

「様式第３号及び第９号」とその添付資料は、「その他の実績又は実績なし」の場合は提出しなくてよい。

６　「様式第１１号」は、県内企業のみの企業体の場合又は「県内企業が下請負予定金額に占める割合」が５０％以下の場合は提出しなくてよい。

７　 発注案件に応じて自由項目設定で評価項目が追加されている場合は、適宜、項目を追加する。

　　　　枚

①　　　点×　　　％ 　+　②　　　点×　　　％　+　③　　　点×　　　％＝ 点

千葉県内在住の

障害者雇用実績
あり

千葉県内在住の
高年齢者雇用実績

あり

　Ⅱ：企業体構成員のうち県内企業の出資比率に占める割合　注３）
　①　　　点×　　　％ 　+　②　　　点×　　　％　+　③　　　点×　　　％＝

様式第５号（評価対象期間の延長がある場
合は様式第６号も提出）
企業体の配置予定技術者で評価

注４）

企業の施工能力

県内企業の活用

１：県内企業のみの企業体

【どちらか選択】
１県内企業のみの企業体の場合は2点
２県内外企業の企業体の場合は、更にⅠ又

はⅡを選択
　（Ⅰを選択した場合は様式第１１号を提出）

①　　　点×　　　％ 　+　②　　　点×　　　％　+　③　　　点×　　　％＝ 点

構成員ごとに評価し、出資比率で按分。点数
について、指名停止、文書注意が2回以上

あった場合は、最大減点のみを記入し、算出
する。

点

配置予定技術者の
能力

継続教育(CPD)の取り組み状況 あり なし 点
様式第８号
企業体の配置予定技術者で評価

あり なし

なし

会社名③ 出資比率

　　　　枚

点

　　　　枚

点 様式第１２号 　　　　枚

点

様式第１３号
様式第１４号

様式第１５号
様式第１６号

（いずれか1件に該当すればよい。
「あり」として申請する１項目の様式のみ、添
付資料とともに全社分提出）

構成員ごとに評価し、出資比率で按分

あり なし

千葉県内在住の

女性雇用実績
あり

該当なし

点 構成員ごとに評価し、出資比率で按分

　　　　枚

地域貢献度

「地震・風水害・その他の災害応急対策
に関する業務基本協定」

①　　　点×　　　％ 　+　②　　　点×　　　％　+　③　　　点×　　　％＝

地域特有貢献の有無

千葉県が管理する公共施設での
地域美化活動のボランティア実績

あり

あり なし営業拠点の所在地の有無

なし

千葉県所掌工事における総合評価方式での履行義務違反 ①　　　点×　　　％ 　+　②　　　点×　　　％　+　③　　　点×　　　％＝

２：県内外企業の企業体の場合

　Ⅰ：県内企業が下請負予定金額に占める割合　注２）
　(                   ÷                 ）×１００＝　　　　　％

主任（監理）技術者資格

県産品の活用

様式第９号（全社分提出）

構成員ごとに評価し、出資比率で按分

若手技術者・女性技術者の配置 点

様式第７号

企業体の配置予定技術者又は現場代理人
で評価

点

地域精通度
過去１０年間の当該管内での施工実績

注１）
①　　　点×　　　％ 　+　②　　　点×　　　％　+　③　　　点×　　　％＝

様式第１０号（全社分提出）
構成員ごとに評価し、出資比率で按分

　　　　枚

　　　　枚

新技術等の活用 あり なし

技術開発の実績 ①　　　　点×　　　　％ 　+　②　　　　点×　　　　％　+　③　　　　点×　　　　％＝

点

点

点あり

千葉県所掌工事における過去の不誠実
な行為

点 代表者の所在地

過去１０年間の同種工事の施工経験 市町村等の実績
その他の実績
又は実績なし

主任（監理）技術者として施工した千葉県

所掌工事における過去４か年度間の「工
種：○○」での工事成績

80点以上の実績あり

　　　　枚

当該工事関連分野での技術開発の実績

又は

当該工事関連分野での新技術等の活用
点

【どちらか選択】

様式第４－１号（全社分提出）又は様式第４
－２号を提出
技術開発の実績については、構成員ごとに

評価し、出資比率で按分する。

ISO認証取得 ①　　　点×　　　％ 　+　②　　　点×　　　％　+　③　　　点×　　　％＝
登録証の写し（全社分提出）
構成員ごとに評価し、出資比率で按分

　　　　枚国・県等の実績

点
全社分一覧表を提出　注４）

構成員ごとに評価し、出資比率で按分
　　　　枚

過去２か年度間の「工種：○○」における
優良工事表彰対象工事

①　　　点×　　　％ 　+　②　　　点×　　　％　+　③　　　点×　　　％＝ 点 構成員ごとに評価し、出資比率で按分

過去１０年間の同種工事の施工実績 ①　　　点×　　　％ 　+　②　　　点×　　　％　+　③　　　点×　　　％＝

千葉県所掌工事「工種：○○」における工

事成績の平均点
①　　　点×　　　％ 　+　②　　　点×　　　％　+　③　　　点×　　　％＝

施工計画 ・施工上配慮すべき事項

評　価　項　目 細　　　目 区　　　分

会社名① 出資比率 会社名② 出資比率

提出枚数

点
様式第３号（全社分提出）
構成員ごとに評価し、出資比率で按分

　　　　枚

個別工事毎に定める
様式第２号

企業体名で作成
　　　　枚

申請点数 提出書類及び評価方法

工種： ○○

様式第１号

評価点算定資料一覧表(特定建設工事共同企業体用)

【簡易型】

工事名： 企業体名：
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２．施工計画（様式第 2 号） 

 １）施工計画 

施工計画は、発注者が示す課題に対して、着目点とその理由とともに、施工上の工夫

などを記載するものです。 

 

 

 

 

（１） 工事の内容により１または２課題を提示します。 

（工事の難易度が高い場合は２課題） 

（２） 様式第２号について、注意書きを確認の上、記載してください。 

また、注意書きの欄枠は削除の上、ご利用ください。 

（３） １課題あたり３提案までとし、提案の記入は記載の順に１から３までの通し         

番号を付けてください。 

（４） 説明図表を含め技術資料様式 1 頁以内で記述とし、２課題の場合も１頁以内   

に収めてください。 

（５） 様式に記載のタイトルをつけ、「着目点」、「着目理由」、「着目点に対応した  

施工上の工夫」それぞれに記載してください。 

（６） 提案本文の文字の大きさはフォントを１１ポイント以上とし、タイトルを含み 

１行あたり４０文字、３５行以内で様式（A4 一枚）に記載してください。 

（７） 図表を含め技術資料（様式第 2 号）A4 用紙 1 頁以内で記述してください。 

      ２頁目以降に記載された内容は加点評価の対象としません。 

ただし、２頁目以降に記載した内容についても履行義務（施工不可とされた 

ものは除く）を負うものとなります。 

（８） 様式第２号で余白を縮小したり、タイトル部を小さくすることはせずに、その

まま使用してください。（半角は英数字のみ使用可能） 

注意書きの規定を逸脱して記載スペースを広げた場合は、記載内容の全てに  

ついて評価しません。（０点） 

（９） 一抜け方式の場合、簡易型における施工計画の提出は複数の工事に参加して 

いても 1 枚となります。参加するすべての工事に共通する「着目点」、「着目理由」

「着目点に対応した施工上の工夫」を記載してください。それぞれの工事に個別

に提出された場合は評価しません。（0 点） 

 

記載要領 

対象型式 

特別簡易型 ----- 不要 

簡易型 --------- 1～2 課題（１課題 3 提案まで） 
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（１） 施工計画は、発注者が示す仕様に基づき施工する上で、生じる課題に対し、どの

ように施工を行うのか計画を記載するものであり、以下の事項から課題を設定  

します。 

・工程管理、品質管理、安全管理、環境対策 

・施工上配慮すべき事項（特に重要と考えられる事項） 

（２） 施工計画の評価は、発注者が示す「課題」に対し、「着目点」「着目理由」「着目

点に対応した施工上の工夫」が適切かどうかを評価します。 

設計図書に示す仕様を超えるような提案を求めるものでありません。 

（３） 課題に対する施工計画に法令違反などが含まれ不適切である場合、入札は   

無効となります。 

（４） ４提案目以降に記載した内容は加点評価の対象としません。ただし、履行義務

（施工不可とされたものは除く）は負うものとなります。 

（５） 加点されたか否かに係わらず、全ての提案事項について履行義務が課せられ、

不履行の場合工事成績の減点対象となります。 

ただし、発注者の要求要件や施工条件を満たさないものを除きます。 

（６） 次に示す提案は、加点の対象とはなりません。 

・「課題」、「着目点と着目理由」、「着目点に対応した施工上の工夫」の関連性が 

適切でないもの 

   ・本発注工事の内容と無関係である場合 

・関係法令に違反するもの、または安全性への配慮が欠けるもの 

・設計書の仕様を超え、過剰な負担となるもの  

・設計図書等に定められた内容、各種仕様書、基準の記載事項 

・各種仕様書、基準の記載事項と不整合 

・提出された技術資料のみで提案内容が確認できないもの 

・提案内容の履行が確認できないもの 

・使用の機会が無いもの 

・強度、性能、工法等の変更が伴うもの 

・他機関との協議が必要となるもの 

・施工計画に記載された技術と新技術の活用の記載が同一の場合 

（７） 入札参加者から提出された施工計画は、品確法の指針の中で、施工計画は技術

提案であり、企業の知的財産であるとされていることから、施工計画の内容につ

いては非公開とします。 

 

 

 

 

 

 

 

評価のポイント 
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【 例 】 

 

課題１：橋台の現場打ちコンクリート打設に関する施工上の工夫 

 

（評価できる施工計画） 

提案１ 

[着目点]     コンクリートの打設を 7 月に行うため外気温が 25℃以上となる。 

[着目理由]   １回のコンクリートの練り混ぜから打ち終わりまでを９０分以内に確

実に行う必要がある。 

[施工上の工夫] 打設部位毎に打ち重ね時間を明記した管理プレートを設置し、打設時

間の管理を徹底し、時間内に確実に打設する。 

 

※この例示した内容での提出は評価いたしません。 

（評価しない施工計画） 

コンクリ―ト打設の際に、打ち重ね時間管理プレートを設置する。 

       

※  その施工方法がなぜ必要なのか不明確で、[着目点]、[着目理由]、[施工上

の工夫]に分けて記載していないことから評価しない。 
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（様式第 2 号） 

 
 

施 工 計 画 
 

工 事 名 ○○○○工事 会 社 名 （株）△△建設 

課題が１課題の場合 

【課題１】  ○○○工の△△△に関する施工上の工夫 

提案１ 

[着目点] □□□されている。 

[着目理由] △△△のため。 

[施工上の工夫] ×××する。 

提案２ 

[着目点] □□□されている。 

[着目理由] △△△のため。 

[施工上の工夫] ×××を実施する。 

提案３ 

[着目点] □□□の状態である。 

[着目理由] △△△にするため 

[施工上の工夫] ×××する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

（本枠の記載要領は消去する） 

１ 「着目点」、「着目理由」、「着目点に対応した施工上の工夫」について記入する。 

２ １課題当たり３提案まで記入する。 

３ 説明図表を含め本様式 1 頁以内で記述すること。２課題の場合も１頁以内で記述する。 

  ２頁目以降に記載された内容は加点評価の対象としない。ただし、２頁目以降に記載した内 

容については履行義務（施工不可とされたものは除く）を負うものとする。 

４ 提案の記入は記載の順に１から３までの通し番号を付ける。４提案目以降に記載された内容

は加点評価の対象としない。ただし、４提案目以降に記載した内容についても履行義務（施

工不可とされたものは除く）を負うものとする。 

なお、３提案に満たない提案数であっても、評価しないというものではない。 

５ 複数の提案内容を１つの提案として記載した場合は、当該提案を加点評価の対象としない。 

ただし、当該提案については履行義務（施工不可とされたものは除く）を負うものとする。 

６ 提案本文については、文字の大きさは、1１ポイント以上とする。 

７ 提案本文については、１行あたり４０文字、３５行以内で記入する。 

８ 企業体の場合は、会社名を企業体名と読み替える。 

記載例 

「着目点」、「着目理由」、「施工上の工夫」をそれぞ

れ分けて記載をすること。 

明らかに小さい文字や

文字数が逸脱している

場合、不適切（０点）

と扱う 

複数の提案内容を１つの提案として記載した場合

は、当該提案を加点評価の対象としません。 

複数の提案の記載として評価されなくても、履行

義務が発生しますので過剰な負担となります。 
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対象型式：特別簡易型・簡易型 

３．企業の施工能力 

 

１）過去 10 年間の同種工事の施工実績（様式第３号） 

 

 

（１）該当する同種工事が無い場合は様式第 1 号で、「その他の実績又はなし」を“○”

で囲み、様式３号の提出は不要です。 

（２）様式第３号について、欄外の注記、本書の記載例を確認の上、記入願います。 

（３）記載する同種工事の実績の件数は１件で良いですが、複数の条件設定を満足する

ために、複数の工事の実績をもって申請する場合は、実績を証明する全ての工事に

ついて、様式第３号の作成をお願いします。 

（４）工事概要の欄については、設計図書に記載の工事概要に加え、必要に応じて該当

する工種などを記載してください。 

（５）過去１０年間とは、当該工事を入札公告する前年度から１０か年度及び、当該年

度の入札公告日の前日までを加えた期間に完成した工事とします。   

例）公告日：令和４年 10 月 10 日  

  期 間：平成 2４年４月 1 日から令和４年 10 月 9 日まで  

（６）「完成」とは入札公告の前日までに完成通知書が提出されており、技術資料の  

提出までに検査結果通知書を受け取っているものが対象となります。 

（７）同種工事を元請けとして施工した実績（共同企業体の構成員の場合は出資比率 

２０％以上）であることにより評価します。公告文に記載された「同種工事」で  

あることが証明できる資料を添付してください。（同種工事の内容がコリンズや 

契約図書で読み取れない場合は竣工図面の写しなど）なお、参加資格確認申請と 

同一の工事とする場合は、証明資料はこれを兼ねることができます。 

（８）国・県・市町村等とは、以下の機関とします。 

① 国等とは、国土交通省、他省庁、独立行政法人等（公共工事の入札及び契約の適

正化の促進に関する法律施行令第１条に規定する機関及び準ずる機関）とします。 

  ② 県等とは、都道府県、千葉県道路公社、千葉県まちづくり公社、千葉県土地開発

公社、千葉県下水道公社、千葉県住宅供給公社、旧千葉県農業開発公社、政令指定

都市、千葉市都市整備公社、千葉市土地開発公社、千葉市住宅供給公社とします。 

③ 市町村等とは、市町村（政令指定都市を除く）、東京都２３区（特別区）及び千葉

県内の以下ａ～ｃのいずれかの団体とします。 

ａ 地方自治法に基づく一部事務組合で建設工事を発注している組合 

ｂ 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく市町村公社で建設工事を発注してい

る公社。 

ｃ 市町村が設立に際し、基本財産の全部または一部を拠出し、かつ、市町村の建設

工事の実施を寄附行為又は定款の目的又は事業の１つとしている公益法人（平成

20 年 12 月 1 日以降設立された公益財団法人又は同年 11 月 30 日まで財団法人

（「特例民法法人」）であったもの）。 

記載要領 
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④ 独立行政法人等発注工事（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

施行令第１条に規定する機関及び準ずる機関）において準ずる機関とは、施行令   

第１条に該当しない下記に示す特殊法人等もあります。具体的には、各発注機関の

指示に従って下さい。 

例： 国立大学法人、国立病院機構、地方共同法人など公共工事の入札及び契約

の適正化の促進に関する法律第２条に規定する資本金の二分の一以上が国

からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財

源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人及びその設立の

目的を実現し、又はその主たる業務を遂行するため、計画的かつ継続的に建

設工事の発注を行う法人であること。 

又、受注当時は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施

行令」第１条に規定する機関であったが、その後、対象外の機関となった場

合にも加点対象とします。受注時または施工期間の施行令で判断し、工事が

完成しているものを評価します。 

⑤ 以下の機関は、評価の対象機関とはなりません。 

千葉県外の一部事務組合、他県の道路公社等、政令指定都市になる前の市町村 

 

 

 

（１） ＪＶ構成員としての実績は、施工実績の評価に出資比率を掛けずに評価しま    

す。なお、出資比率が２０％未満の場合には実績として評価しません。 

（２） 単独の企業が申し込む際に、過去２か年度間の工事成績平均及び手持ち工事  

量についてＪＶの実績も評価対象とします。 

（３） 評価対象に複数の要件を設定した場合、例えば、一方は国・県の実績、もう  

一方は市町村の実績と異なる場合は、低い方の実績で評価します。 

（４）合併前の企業の施工実績や工事成績は、合併後の企業にも引き継がれるものと 

して扱います。 

ただし、工事の種類や業種が指定された項目は、当該工事を請け負う部門が  

新会社に引き継がれたことが確認出来る場合に限り評価します。 

（土木部門が切り離され建築部門だけ新会社に移行した場合、土木部門の実績や

工事成績は新会社に引き継がれません）。 

  

 

 

 

 

 

 

評価のポイント 
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（空白） 
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（様式第 3 号）  

 

同 種 工 事 の 施 工 実 績 
 

 工事名：  ○○○○工事           

会社名：  （株）△△建設    

 

工 
 

事 
 

概 
 

要 
 

等 

発注者名 ○○土木事務所 

工 事 名 ○○○○工事 

工事箇所 千葉市中央区市場町 

請負金額 ○○○，○○○，○○○円（         円） 

工  期  令和△年 ９月３０日 ～ 令和△年 ３月２５日 

受注形態 単体 

工事概要 

 

工事延長 Ｌ＝１００ｍ 

鋼矢板護岸工 Ｌ＝１００ｍ 

笠コンクリート工 Ｌ＝１００ｍ 

１ 記載する同種工事の実績の件数は１件とする。 

２ 請負金額の（ ）は、共同企業体の場合の全体額を記入すること。 

３ 受注形態は、単体又は○○・□□共同企業体（出資比率○○％）と記載すること。 

４ 共同企業体としての実績は，出資比率が２０％以上のものに限る。 

５ 工事概要は、評価基準に該当する工事であることが確認できるように記載すること。 

６ 当該工事の内容を証明できるもの（コリンズ竣工実績データ、契約書，図面の写し等）を添付すること。 

なお、参加資格確認申請書と同一の工事とする場合には、証明資料はこれを兼ねることができる。 

７ 「企業の施工能力」における「過去 10 年間の同種工事の施工実績」での国等とは、国土交通省、他省庁発

注工事、独立行政法人等発注工事（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第１条に規

定する機関およびこれに準ずる機関）をいい、県等とは、都道府県、千葉県道路公社、千葉県まちづくり公

社、千葉県土地開発公社、千葉県下水道公社、千葉県住宅供給公社、旧千葉県農業開発公社、政令指定都市、

千葉市都市整備公社、千葉市土地開発公社、千葉市住宅供給公社をいう。市町村等とは、市町村（政令指定

都市を除く）と千葉県内の以下ａ～ｃのいずれかの団体をいう。ａ．地方自治法に基づく一部事務組合で建

設工事を発注している組合。ｂ．公有地の拡大の推進に関する法律に基づく市町村公社で建設工事を発注し

ている公社。ｃ．市町村が設立に際し、基本財産の全部または一部を拠出し、かつ、市町村の建設工事の実

施を寄附行為または定款の目的または事業の１つとしている公益法人（平成 20 年 12 月 1 日以降設立され

た公益財団法人または同年 11 月 30 日まで財団法人（「特例民法法人」）であったもの）。公共工事とは、

これらの機関の発注工事とする。 

記載例 

※入札公告にある「工事の概要」

の項目等を記載する。 

添付資料のみで「同種工事」で

あると判断できる資料を漏れな

く添付すること 
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対象型式：特別簡易型・簡易型 
2）工事成績の平均点について 

（１） 千葉県所掌工事における「工種：○○」での工事成績の平均点（小数以下

第２位以下切捨て）となります。 

（２） 工事成績評定を一覧表にして提出してください。（様式自由） 

（３） 一覧表には、発注年度、発注者、工事名、契約日、完成日、工事成績を記

載し、集計結果が分かるものとして下さい。 

（４） 一覧表を基に、発注者が県のデータと照合するため、工事検査結果通知書

など証明書類の添付は不要です。 

（５） 入札公告の日の属する年度を除く、直近の過去２か年度間に完成した総合

評価方式で落札した同工種の工事成績を評価の対象とします。   

例）公告日：令和４年 10 月 10 日  

   期 間：令和２年４月 1 日から令和４年３月３１日まで 

（６） ただし、上記（５）に該当する工事がない場合は、入札公告の日の属する

年度を除く、直近の過去２か年度間の同工種全ての工事成績を評価の対象と

します。   

例）期 間：令和２年４月 1 日から令和４年３月３１日まで 

（７） ただし、上記（６）に該当する工事もない場合は、入札公告の日の属する

年度を除く、直近の過去５か年度間の同工種全ての工事成績を評価の対象と

します。   

例）期 間：平成２９年４月 1 日から令和４年３月３１日まで 

 

 

（１） 過去の工事成績評定点（共同企業体の構成員の場合は出資比率２０％以上で  

あること）の平均点(小数点以下第２位以下切捨て）により評価します。 

（２） 工事成績評定は、繰越工事等は発注年度に関係なく、工事完成検査後の工事

検査結果通知書の年月日の属する年度に計上します。 

（３） 過去２カ年に総合評価方式の工事成績がある場合は、総合評価のみでの平均 

点を算出することしし、指名の工事評定点は加算できません。 

（４） 工事の二重計上や加算漏れがあった場合、申請点数より低い評価の場合は、 

   評価を下げます。 

また、申請点数より高い評価の場合は申請点数を優先します。 

（５） 工種「解体」における取り扱いについては、Ｐ５８を参照。 

（６）災害復旧及び国土強靭化に関する工事のうち、5 千万円以上の工事は、過去 2

か年度間に完成した総合評価方式で落札した同工種の工事成績と同等に扱うも

のとし、工事成績の平均点を算出します。 

 

記載要領 

評価のポイント 
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対象型式：特別簡易型・簡易型 ３）優良工事表彰 

  

 

 

（１）  入札公告に記載された工種について、過去２か年度間の優良工事表彰対象工

事の有無を評価します。 

（２）  様式の作成は不要です。 

（３）  優良工事表彰対象工事を証明する書類は不要です。 

（発注者が該当工事を確認します。） 

（４）  過去２か年度間とは、それぞれ入札公告の日の属する年度を除く、直近の過去

２か年度とします。 

例：令和５年度の総合評価では、令和３年度優良工事表彰対象工事（令和２   

年度の完成工事）及び令和４年度優良工事表彰対象工事（令和３年度の 

完成工事）が評価対象となります。 

（５） 対象工事とは、優良工事表彰を受けたものではなく、工事成績評定点が優良工

事表彰の対象となる成績評定点を獲得した工事です。 

 

 

 

 

（１） 様式第１号で「なし」または記入がない場合は、発注者側で追跡の確認は行い

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載要領 

評価のポイント 
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対象型式：特別簡易型・簡易型 

４）技術開発の実績・新技術等の活用の実績 

   

 

 

（１）技術開発の実績（様式第４－１号）または新技術等の活用（様式第４－２号）の

いずれかを選択し、本書の記載例を参考に記入して下さい。 

（２）「新技術の活用」は、NETIS に分類・定義されている分野又は当該工事に応用で

きる技術とします。 

（３）「技術開発の実績」は NETIS の分類に定義されているもの又は分類に応用で  

きる技術であることを証明できるものとします。 

 

 

 

（１）関連分野が複数設定されている場合は、いずれかの分野を選択し申請して                                 

ください。 

（２）ＮＥＴＩＳ登録技術は入札公告に指定した関連分野を評価します。 

ただし、ＮＥＴＩＳ掲載期間が終了した技術は、技術開発の実績、新技術の活用

のどちらも、加点の対象となりません。 

（３）同一の新技術について「施工計画」と「当該工事への活用」の両方に記載があっ

た場合は、「当該工事への活用」のみで加点し、「施工計画」では評価対象としませ

ん。（同一の技術を”使用する”という同じ行為に対しては二重に評価しない。） 

（４）新技術の活用の範囲は、施工の過程に直接関与するもので、施工の効率化、確実

化、品質や施工安全性の向上等に資するものを評価します。 

なお、機器・設備等の基本技術や供用時にその機能、性能を向上させることを 

目的として使用される技術は評価しません。 

また、機器等に標準的に組み込まれている部品や単に取り付けるだけの部品に

特許技術が取り入れられている製品の活用は、評価しません。 

（５）技術開発の実績は技術を開発したことに対する企業の技術力と企業姿勢を評価

し、施工計画は与えられた課題に対して有効な提案かを評価します。 

二つの項目は評価の目的が異なりますので、同一の技術であってもそれぞれに

評価します。 

（６）ＩＣＴ活用工事において、ICT に関する新技術の活用は、「施工計画」、「新技術

の活用」ともに、評価しません。 

（７）技術開発の実績は、特許権の取得あり、実用新案権の取得あり、NETIS への   

登録ありを評価します。（使用実績は関係なく、取得や登録を評価する。） 

なお、公開特許公報の発行のみでは、特許権の取得があったと判断すること  

は出来ません。また、権利の譲渡を受けている場合は、実績としては認められませ

ん。 

記載要領 

評価のポイント 
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（８）合併して会社の名称が変わった場合や、事業部門が独立して別会社となった  

場合は、前身の会社での技術開発の実績は新会社でも実績として評価します。 

但し、開発当時の会社と現在の会社との関連を対外的に公表した資料を一緒に

提出して下さい。 

（９）共同開発については、その会社名が連名で取得や登録をしている場合に限り評価

します。 

（１０）持ち株会社が技術開発実績を持っている場合、評価の対象となりません。 

（技術開発実績証明資料に当該会社名の記載がある場合のみ評価するため） 

（１１）下請予定会社が技術開発実績を持っている場合は評価の対象となりません。 

（１２）複数の技術の記載があった場合はそれぞれ評価対象としますが、そのうち  

評価値が低い技術を加点対象とします。評価されない技術が一つでもあれば、  

加点されないことになります。 
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様式第４－１号 
 

技術開発の実績（関連分野における過去１０年間の技術開発） 
 

工事名：  ○○○○工事       
会社名：  （株）△△建設     

 
（名称）：矢板打設に関するＩＣＴ自動化施工 

（登録年月日）：令和□年３月２０日 
 

（開発者）： Ｋ建設（株） 
      （株）△△建設 

（登録等）： Ｃ△－○○○○○○－Ａ 

（概要）： ＩＣＴ自動制御杭打機により、平面座標位置、杭の３軸傾斜角度を自動計測し

ながら、矢板打設を行うことによる打設精度向上 
 

 

登録年月日がわかる資料

を添付すること 

複数の場合、全て

記入する 

特許を得ている場合、その

名称、番号を記入する。 

開発した技術と関連分野との関係についての説明。 
パンフレット等の資料があれば添付する。 

記載例 
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様式第４－２号 
 

新技術等の活用（関連分野における新技術等の当該工事への活用） 
 
工事名：  ○○○○工事       

会社名：  （株）△△建設     
 

 
（新技術等の名称）：シートパイル打設管理システム 
 

（登録等）： 商標第５５○○４５５号 

（概要）： ＴＳを用いてシートパイルを計測することにより、実測値からの法線の出入

りと鉛直を管理するシステムであり、本工事において想定される○○○○

を、当該システムにより従来の管理より、○○○○するものである。 

 
１ 本項目で評価した新技術は、施工計画では評価しない。 
２ ICT 活用工事において使用する新技術は、新技術の活用での評価はしない。 
３ 施工の過程に直接関与するもので、施工の効率化、確実化、品質や施工安全性の 
  向上等に資するものを評価する。なお、機器・設備等の基本技術や供用時にその 
  機能、性能を向上させることを目的として使用される技術は評価しない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特許、実用新案、NETIS 等に登録されて

いる場合、その名称、番号を記入する。 

当該工事において上記の新技術等を活用する場合に想定できる具体的な施工

等について（何のために、どのように・・・）の説明。（パンフレット等の資

料があれば添付する。） 

記載例 
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対象型式：特別簡易型・簡易型 

対象型式：特別簡易型・簡易型 

５） ISO 認証取得 

  

 

 

（１）  ISO の認証は、入札公告の前日までに取得したものが評価の対象です。 

（２）  ISO の認証は、申請する工事を所管する部署が認証登録されている必要があり 

ますが、本社や営業所の取得は問いません。 

（３）  申請する工事内容が、ISO 認証の登録範囲に含まれる必要があります。 

（４）  作成様式はありません。登録証の写しを提出してください。 

 

 

６） 過去の不誠実な行為 

 

  

 

（１） 過去２年間又は１年間の過去の不誠実な行為を対象とします。 

（２）  千葉県所掌工事の「千葉県」とは、県土整備部、農林水産部、総務部、防災   

危機管理部、生活環境部、教育庁、企業局（旧企業土地管理局等・旧水道局）、

警察本部、病院局とします。国、市町村は含みません。 

（３）  過去２年間とは、それぞれ入札公告の前日までの過去２年間とします。 

例）公告日：令和４年 10 月 10 日  

  期 間：令和２年 10 月 10 日から令和４年 10 月 9 日まで  

（４）  過去の文書注意及び営業停止においては、過去１年間を対象とします。    

（５）  指名停止と文書注意等が何回あっても、減点数の積み上げは行いません。 

（６）  過去の指名停止と文書注意に関して、事故によるものは対象外です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出要領 

記載要領 
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対象型式：特別簡易型・簡易型 

４．配置予定技術者 

 

１）配置予定技術者の資格・工事経験・工事成績（様式第 5 号） 

 

 

（１）様式第 5 号について、欄外の注記、本書の記載例を確認の上、記入願います。 

（２） 公告文に記載された「同種工事」であることが証明できるもの（コリンズや

契約図書で読み取れない場合は竣工図面の写しなど）を添付してください。 

なお、入札参加資格確認申請書と同一の工事とする場合は、証明資料はこれ

を兼ねることができます。 

（３）  『主任（監理）技術者として施工した千葉県所掌工事における過去４か年度 

間に完成した「工種：○○」での工事成績』については、過去４カ年度間に 

８０点以上の実績がある場合を評価対象とします。該当が有る場合は、「８０ 

点以上の実績の有無」の欄の「有」を○で囲み、それぞれの記入欄に記入して 

ください。 

（４） 『主任（監理）技術者資格』について、配置予定者技術者のうち、主任（監

理）技術者の資格は、一級土木施工管理技士又は技術士となります。該当する

資格に応じて、「監理技術者資格者証取得年月日」「監理技術者講習修了証終了

年月日」もしくは「その他の資格」及び「取得年月日」に記入願います。 

（５）  工事経験を有する工事は、様式第３号の工事と同一でなくてもかまいません。 

（６）  本書の申請日現在における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事

について記入すること。複数ある場合は本書を従事工事数分作成してください。 

 

 

（別図 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載要領 

①休業期間が年度をまたがない場合 ②休業期間が年度をまたぐ場合

「出産・育児等により休業した場合の評価対象期間について」

６ヵ月を１年に切り上げて、評価対象期間に加える。

各年度の休業期間を１年ずつに切り上げて、

計２年を評価対象期間に加える。 。

 評価対象期間（加算前） 

育児休業６カ月 

追加（１年） 

評価対象期間（加算後） 

休業期間 

昨年度 一昨年度 

 評価対象期間（加算前） 

(６カ月) 

追加（２年） 

評価対象期間（加算後） 

休業期間 

昨年度 一昨年度 

２カ月 ４カ月 
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[共通]  

（１） 工事経験、工事成績の評価対象期間中に出産・育児等により休業した場合、休業

期間相当分を評価対象期間に加えて過去に遡り評価します。（別図 1 参照） 

（２） 技術者の途中変更があった工事の実績については、従事期間の最も長い技術者 

のみが評価対象となります。 

ただし、製作を含む工事について、製作期間を除く期間に配置している技術者の

み評価する工事もありますので、入札公告文を確認して下さい。 

また、フレックス工期契約制度による工事も、配置を要しない期間を除き、従事

期間が最も長い技術者のみ評価します。 

（３） 評価対象に複数の要件を設定した場合、例えば一方は国・県の実績、もう一方    

は市町村の実績と異なる場合の評価は、低い方の実績で評価します。 

（４） 技術者を技術資料提出時に１人に特定できない場合は、複数の方を技術者する

ことができます。この場合、本様式は全ての技術者分を作成願います。              

なお、各技術者とも入札参加資格を満たさなければなりません。また、評価を

行う際には複数の技術者のうち、「若手技術者・女性技術者の配置」も考慮した、

最低の点数となる方の点数を評価値としますので、ご注意下さい。 

（５） 評価調書（公表用）に記載される得点は、合計点が最も低い技術者の得点となり

ます。（別表２）  

 

 

 

 

 

 

（６） 実際の工事の施工にあたって、種々の状況からやむを得ないものとして発注者

が承認した場合以外は、本書に記載した技術者以外の者への変更は認めません。 

[工事経験] 

（７） 「工事経験」は配置予定技術者の施工経験がない場合は、０点で評価します。 

（８） 評価対象機関は、「企業の過去 10 年間の施工実績」と同じ機関となります。 

（９） 過去１０年間の同種工事の施工経験は、担当技術者及び現場技術員は評価の対 

象となりません。 

（１０） ＪＶの構成員としての経験は、評価に出資比率を掛けずに評価します。なお、 

出資比率が２０％未満の場合には経験として評価しません。 

[工事成績] 

（１１） 「工事成績」は、工事完成検査後に完成が認められた年月日（工事検査結果通 

知書の年月日）の属する年度で判断します。    

（１２） 現場代理人として従事した工事成績は対象となりません。 

 

評価のポイント 

技術者Ｘ 技術者Ｙ 技術者Ｚ

主任（監理）技術者資格 2 2 2

同種工事の施工経験 1 2 1

継続教育(CPD)取組状況 0 1 1

過去１カ年度間の工事成績 2 2 0

若手・女性技術者の配置 1 0 1

合　計 6 7 5

この例の場合、P社の配置予定予定技術者の能力は、「技術者Z」で評価します。

Ｐ社別表２
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様式第５号 

配置予定技術者の資格・工事経験・工事成績 
 

 工事名：   ○○○○工事          

 

会社名：  （株）△△建設      

 

区 分 
 

主任技術者 
 

監理技術者 
 

氏名
ふりがな

 千葉
ち ば

  太郎
た ろ う

 

所 属 会 社  （株）△△建設 

 

監 理 技 術 者 資 格 者 証 
取 得 年 月 日 

      平成○○年○○月○○日 

監 理 技 術 者 講 習 修 了 証 
修 了 年 月 日 

      平成△△年△△月△△日 

そ の 他 の 資 格 技術士（○○） 取得年月日 平成○○年 □月 □日 

工 
 
 
 

事 
 
 
 

経 
 
 
 

験 
 

発 注 者 名   ○○土木事務所 

工 事 名   △△△△工事 

工 事 箇 所   千葉市中央区市場町 

請 負 金 額 ○○○，○○○，○○○円（        円） 

工 期 令和△△年 ９月 １日 ～ 令和□□年 ３月 ２５日 

従 事 役 職 現場代理人・主任技術者・監理技術者 

従 事 期 間 令和△△年 ９月 １日 ～ 令和□□年 ３月２５日 

受 注 形 態 単体 

工 事 概 要 

工事延長 Ｌ＝１００ｍ 
鋼矢板護岸工 Ｌ＝１００ｍ 
笠コンクリート工 Ｌ＝１００ｍ 

 
※同時提出型の場合、「申請時における他工事の従事状況等」の記入は不要です。 

工場製作期間に専任を有しない工事の場合は、記入してください。 

申
請
時
に
お
け
る
他
工
事
の
従 

発 注 者 名  

工 事 名  

工 事 箇 所  

工 期 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

従 事 役 職  

受 注 形 態  

記載例 

設計書に記載の概要に

かかわらず、同種工事と

分かる記載を適宜追記 
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工
事
状
況
等 

本工事と重複する場合の対
応 措 置 

 

主
任
□
監
理
□
技
術
者
と
し
て
施
工
し
た
千
葉
県
所
掌
工
事
に
お
け
る 

過
去
４
か
年
度
間
の
□
工
種
□
土
木
一
式
□
で
の
工
事
成
績 

8 0 点以上の実績の有無 
 

有 ・ 無 （「無」の場合、または評価項目に設定されて 
いない場合、以下の記載は不要） 

発 注 者 名  ○○土木事務所 

工 事 名  ◆◇◆◇□工事 

工 種  土木一式 

工 事 成 績       ８２  点 

工 事 検 査 結 果 通 知 書 
の 通 知 年 月 日 

令和△△年 ３月３０日 

従 事 役 職 主任技術者 ・ 監理技術者  

a．工 期 令和□□年１０月 １日 ～ 令和△△年 ３月２５日 

b．従事期間 令和□□年１０月 １日 ～ 令和△△年 ３月２５日 

上記 a とｂの期間が異なる 
場合は理由を記載 

 

受 注 形 態 単体 

現会社以外での実績により申請する場
合は、上記の工事成績を取得時に在籍
していた会社の商号又は名称及び建設
業許可番号を右欄に記載すること。 

商号又は名称  

建設業許可番号       － 

 

（共通） 

１ 記載する同種工事の実績の件数は１件でとする。 

２ 本工事に主任技術者、監理技術者として配置する予定の技術者について作成すること。 

３ 技術者を１人に特定できない場合は、複数の者を技術者とすることができる。この場合、本書は全ての技

術者数分作成すること、なお、各技術者とも入札参加資格要件を満たさなければならない。 

４ 実際の工事の施工にあたって、種々の状況からやむを得ないものとして発注者が承認した場合のほかは、

本書に記載した技術者以外の者への変更は認めない。 

５ 請負金額の（  ）は、共同企業体の場合の全体金額を記入すること。 

６ 受注形態は、単体又は○○・□□共同企業体（出資比率○○％）と記入すること。 

７ 共同企業体としての実績は、出資比率が２０％以上のものに限る。 

（資格について） 

８ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証の写しを添付すること。（ただし、

平成２８年６月１日より監理技術者資格者証と講習修了証の統合により、1 枚で確認できる場合を除く。） 

  【また、（資格の名称）の資格認定証明書の写しを添付すること。】（一級土木施工管理技士等、必要がある

場合のみ記載する。） 

 

技術者の途中変更があった場

合、従事機関の最も長い技術者

のみが評価対象となります。 
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対象型式：特別簡易型・簡易型 

（工事経験について） 

９ 工事概要は、評価基準に該当する工事であることが確認できるように記載すること。 

10 工事経験を有する工事は、様式第３号の工事と同一でなくてもよい。 

11 共同企業体の構成員としての経験の場合は，出資比率２０％以上の場合に限る。 

12 当該工事の内容を証明できるもの（コリンズ竣工実績データ等、契約書、図面の写し等）を添付すること。 

なお、入札参加資格確認申請書と同一の工事とする場合は、証明資料はこれを兼ねることができる。 

13 「配置予定技術者の能力」における「過去 10 年間の同種工事の施工経験」での国等とは、国土交通省、他

省庁発注工事、独立行政法人等発注工事（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第

１条に規定する機関及びこれに準ずる機関）をいい、県等とは、都道府県、千葉県道路公社、千葉県まち

づくり公社、千葉県土地開発公社、千葉県下水道公社、千葉県住宅供給公社、旧千葉県農業開発公社、政

令指定都市、千葉市都市整備公社、千葉市土地開発公社、千葉市住宅供給公社をいう。市町村等とは、市

町村（政令指定都市を除く）と千葉県内の以下ａ～ｃのいずれかの団体をいう。ａ．地方自治法に基づく

一部事務組合で建設工事を発注している組合。ｂ．公有地の拡大の推進に関する法律に基づく市町村公社

で建設工事を発注している公社。ｃ．市町村が設立に際し、基本財産の全部または一部を拠出し、かつ、

市町村の建設工事の実施を寄附行為または定款の目的または事業の１つとしている公益法人（平成 20 年

12 月 1 日以降設立された公益財団法人または同年 11 月 30 日まで財団法人（「特例民法法人」）であった

もの）。 

（他工事の従事状況について） 

14 本書の申請日現在における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について記入すること。複数

ある場合は、本書を従事工事数分作成すること。 

（工事成績について） 

15 加点評価の対象は、原則、工事期間のうち従事期間が最も長い主任（監理）技術者について、工事の成績

が 80 点以上であった場合の申請に限る。 

   なお、製作を含む工事については、工場製作期間を除く期間に配置していた技術者のみを評価する場合も

あるため、入札公告を確認すること。 

 
 
 
 
 
 
2）配置予定技術者の評価対象期間の追加事由（様式第６号） 

 

 

 

 

（１）  様式第 6 号について、評価対象期間の追加を行う場合、欄外の注記、本書

の記載例を確認の上、記入願います。なお、対象外の場合は、作成及び提出は

不要です。 

（２）  産前休業・産後休業・育児休業・介護休業を取得していた場合は、その取得

状況を証明するもの（事業主が労働者に休業期間を通知した書面等（休業期間

の確認が出来るものに限る））を添付すること。 

 

 

 

記載要領 
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様式第６号 

配置予定技術者の評価対象期間の追加事由 
 
工事名：  ○○○○工事      

会社名：  （株）△△建設     
 

 
 
 
 
 

配置予定技術

者の評価対象

期間の追加事

由 

産前休業・産後休業・育児休業・介護休業のいずれか若しくは複数を取

得していた場合は、その取得期間と同等の期間を評価の対象期間以前の期

間に加えることができる。取得期間は年単位とし、１年未満の場合は切り

上げた期間とする。（取得期間の合計が１年６ヶ月の場合、２年とする。） 

 
評価対象期間

の追加事由及

び配置予定技

術者の休業期

間等 

①過去１０年間の同種工事の施工経験 

休 業 種 別 ： 育児休業 

休 業 期 間 ： 令和□年５月１日～令和△年２月２８日 

（１０ヶ月） 

追加対象期間 ： 1 年 

 

休 業 種 別 ： 産前休業＋産後休業＋育児休業 

休 業 期 間 ： 令和□年６月１日～令和△年８月３１日 

（1 年３ヶ月） 

追加対象期間 ： ２年 

 
追加評価対象期間合計  ３年 

②主任（監理）監理技術者として施工した過去４か年度間の工事成績 

休 業 種 別 ： 産前休業＋産後休業＋育児休業 

休 業 期 間 ： 令和□年６月１日～令和△年８月３１日 

（1 年３ヶ月） 

追加対象期間 ： ２年 

 

 

追加評価対象期間合計  ２年 

１ 産前休業・産後休業・育児休業・介護休業を取得していた場合は、その取得状況を証明

するもの（事業主が労働者に休業期間を通知した書面等（休業期間の確認が出来るもの

に限る））を添付すること。 

注）休業期間の対象は過去４か年度間 

注）休業期間の対象は過去１０年間 

記載例 
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対象型式：特別簡易型・簡易型 

 
３）若手技術者・女性技術者の配置（様式第７号） 

 

 

 

（１）  様式第７号について、欄外の注記、本書の記載例を確認の上、記入願いま

す。 

（２）  若手技術者は、直接的な雇用を証明する資料と年齢（４０歳未満）を証明

する資料を添付してください。 

（３）  女性技術者は、直接的な雇用を証明する資料と性別を証明する資料を添付

してください。 

（４）  個人情報のため、必要箇所以外は塗りつぶすなどの処理をお願いします。 

（５）  技術者を１人に特定することができない場合は、複数の者を技術者とする

ことができます。この場合、本書は全ての技術者分作成してください。 

その際は、各技術者とも入札参加資格要件を満たす必要があります。 

 
 

 

（１）  現場代理人に若手・女性技術者を配置する場合は、主任技術者相当の資格を有

するものを評価対象とします。  

（２）  女性技術者の配置と地域貢献度の千葉県在住の女性雇用の実績は同一人物で

も評価します。技術者の配置については、女性技術者の育成・確保という観点、

女性の雇用実績については、千葉県内在住の女性雇用拡大の観点から評価して

いるものであり、両方の目的を果たしていることから、両方とも評価するもの

です。 

（３）  資格証明は、技術検定合格後、合格証明書受領までの期間は指定試験機関が

通知する合格通知書でも可能とします。 

ただし、合格通知書は合格証明書発行までの暫定的な確認手段であるため、

契約後に合格証明書を確認します。合格証明書を受領した際には、速やかに  

写しを監督員に提出してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

記載要領 

評価のポイント 
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様式第７号 

若手技術者・女性技術者の配置 
 

工事名：  ○○○○工事       
会社名：   （株）△△建設      

 
注１）女性技術者の配置を予定する場合は、性別を証明できる書類として健康保健被保険者証等の写しを添付

すること。 
注２）若手技術者の配置を予定する場合は、入札公告時点で４０歳未満の者とし、年齢を証明する書類を添付

すること。 
注３）資格証明書等は、写しを添付すること。 
 

【記入における留意事項】 
１ 技術者を１人に特定することができない場合は、複数の者を技術者とすることができ 

る。この場合、本書は全ての技術者分作成すること。 
２ 直接的な雇用を証明する資料として健康保健被保険者証等を添付すること。 
３ 証明資料が他の技術資料と同一の場合は、添付不要とする。 
４ 添付する資料は、証明に不必要な部分を塗り潰すなどして消去する。 
５ 一抜け方式入札において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を認める工事及び配置を認めない 

工事が混在する場合、本書は参加を希望する全ての工事分を作成すること。 
 

 

 

 

 

 

若手技術者又

は女性技術者

の配置(注 1) 
若手技術者   ・   女性技術者 

 

従事役職 
現場代理人  ・  主任技術者  ・  監理技術者 

特例監理技術者  ・  監理技術者補佐 

ふりがな 
氏  名 

          ちば   じろう 
          千葉  次郎 

年齢(注 2) 
【若手技術者配置の場合に記入する】 

     ３２歳（平成□□年 △月 ○日生） 

資格(注 3) （資格の名称等） 一級土木施工管理技士 

記載例 

若手・女性技術者の評価項目の

対象に特例監理技術・監理技術

者補佐を追加 
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対象型式：特別簡易型・簡易型 

 

 

４）継続教育（CPD）の取り組み状況（様式第８号） 

継続教育(CPD)とは、自らの技術力の向上のため、加入する団体の講習会などに参加

し、継続的に学習する活動の略称です。 

詳しくは（一社）全国土木施工管理技士会連合会などのホームページを見てくださ

い。各団体の証明書で「各団体の推奨単位以上の取得」がなされていることが証明され

れば評価することとしています。 

 

 

 

          ＜ＣＰＤの有効な基準日の考え方について＞ 

            ※基準日は、取材した証明書の証明期間の最終の日付とします。 

 
なお、令和２年４月２８日付けで公表した、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴う

千葉県総合評価方式の評価項目「継続教育（ＣＰＤ）の取組状況」の当面の取り扱いについて

は、令和 4 年 3 月 31 日をもって終了し、ガイドラインのとおり、従来の評価期間（上記の 

とおり）を対象にもどりましたので、ご注意ください。 

 

（１） 様式第８号について、欄外の注記、本書の記載例を確認の上、記入願います。 

（２） CPD の証明書の写し（コピー）を提出してください。基準日が有効であることを

確認します。（学習履歴を証明する資料が添付されていない場合は、加点評価され

ませんのでご注意ください。） 

（３） 証明書の有効期限は、ＣＰＤ取得期間の最終の日が入札公告の日から遡って 1 年

前から総合評価方式の技術資料の提出期限までとします。  

基準日

基準日

技術資料の
提出期限

無効
証明期間

基準日

有効

有効

基準日

公告日から遡って１年前の日 公告日

従来の有効期間（１年間）

証明期間

有効
証明期間

証明期間
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様式第８号 

継続教育（ＣＰＤ）の取得状況 
 

工事名： ○○○○工事       
会社名：  （株）△△建設    

 

 
１ 証明書は、取得期間の最終日が、公告の日から遡って 1 年前から総合評価方式の技術 

資料の提出期限までのものを有効とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）各団体が定める、推奨単位ごとの有効期間を評価する期間とします。 

 

（例１） 

 (一社)全国土木施工管理技士会連合会の場合 

  推奨ユニット 

   20 ユニット／１年の場合・・・・１年間 

   40 ユニット／２年の場合・・・・２年間 

   60 ユニット／３年の場合・・・・３年間 

   80 ユニット／４年の場合・・・・４年間 

   100 ユニット／５年の場合 ・・・５年間 

（例２） 

 (公社)日本技術士会 

   150CPD 時間／３年度間・・・３年間 

       年平均５０CPD 時間 

（例３） 

 建築ＣＰＤ運営会議 

   12 認定時間/１年間・・・１年間 

 
当該工事の履行に係る国家資格

の継続教育に限って評価する。な

お、各団体が発行する技術者証の

写し及び学習履歴を証明する証明

書の写しを添付し各団体推奨単位

を取得していること及び有効期間

内であることを証明すること。  

 
学習履歴を証明する証明書発行団体名を記載する。  
 
（一社）全国土木施工管理技士会連合会 
 
 

記載例 

他に 
（公社）日本技術士会 
 建築 CPD 運営会議 

記載要領 
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（１）学習履歴証明書の証明期間は推奨単位取得が確認できる１年間とする。 

（２）1 年間を越える証明期間が記載されている場合は、以下の単位取得状況を  

確認できる資料を併せて提出してください。 

例）（一社）全国土木施工管理技士連合会の場合・・・学習履歴証明書 

と学習履歴明細書 

 建築ＣＰＤ運営会議の場合・・・・建築ＣＰＤ実績証明書と受講履歴 

 

（参考）（一社）全国土木施工管理技士会連合会の場合の証明書の例 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「取得」と記載 

→加点対象 

「－」と記載 

→加点されない 

基準日が入札公告の日から 
遡って１年前の日から総合評
価方式の技術資料の提出期限
までの間にあるものを有効と
する。 

証明期間が 1 年間

を 超 え る 場 合 は 

別途、学習履歴明

細書を添付してく

ださい。 

評価のポイント 
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（参考）建築 CPD 実績証明書の例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基準日が入札公告の日から 
遡って１年前の日から総合評価方式
の技術資料の提出期限までの間にあ
るものを有効とする。 

履修期間が 1 年間であるこ

とを確認する。 

配置予定技術者が 12 認定時

間/年を確認する。 

テスト株式会社 

〒289-1234 

千葉県○○市○○町 1 丁目 123-4 

12 

21 

（受講履歴付き） 

履修期間が 1 年間を

超える場合は、別途、

受講履歴を添付して

ください。 
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対象型式：特別簡易型・簡易型 

５． 地域精通度（様式第 9 号） 

 

1）当該管内（県内）での施工実績 

 

 

（１） 様式第 9 号について、欄外の注記、本書の記載例を確認の上、記入願います。 

（２） 該当する同種工事が無い場合は様式第 1 号で、「その他の実績又はなし」を

“○”で囲み、様式９号の提出は不要です。 

 

 

（１） 公共工事の施工実績であれば、入札公告で指定の当該工種以外の工種の実績  

でも評価します。  

（２） 複数の管内での施工実績の場合は、一部でも当該管内が含まれれば評価され  

ます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載要領 

評価のポイント 
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様式第９号 

当該管内での施工実績 

 

 工事名：   ○○○○工事             

 

会社名： （株）△△建設    

 

 

工 
 

事 
 

概 
 

要 
 

等 

発注者名  ○○土木事務所 

工 事 名  ◆◆◆◆工事 

工事箇所 千葉県   八千代         市 町 村 

請負金額 ○○，○○○，○○○円（         円）  

工  期  令和□年 ８月 １日 ～ 令和△年 ２月２０日 

受注形態  単体 

 

１ 記載する施工実績の件数は１件でよい。 

２ 請負金額の（ ）は、共同企業体の場合の全体額を記入すること。 

３ 受注形態は、単体又は○○・□□共同企業体（出資比率○○％）と記載すること。 

４ 共同企業体としての実績は，出資比率が２０％以上のものに限る。 

５ 当該工事の内容を証明できるもの（コリンズ竣工実績データ、契約書、図面の写し等）を添付すること。 

なお、入札参加資格確認申請書と同一工事とする場合には、証明資料はこれを兼ねることができる。 

６ 「地域精通度」における「過去 10 年間の当該管内での施工実績」では、国等とは、国土交通省、他省庁発

注工事、独立行政法人等発注工事（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第１条に規

定する機関およびこれに準ずる機関）をいい、県等とは、都道府県、千葉県道路公社、千葉県まちづくり公

社、千葉県土地開発公社、千葉県下水道公社、千葉県住宅供給公社、旧千葉県農業開発公社、政令指定都市、

千葉市都市整備公社、千葉市土地開発公社、千葉市住宅供給公社をいう。市町村等とは、市町村（政令指定

都市を除く）と千葉県内の以下ａ～ｃのいずれかの団体をいう。ａ．地方自治法に基づく一部事務組合で建

設工事を発注している組合。ｂ．公有地の拡大の推進に関する法律に基づく市町村公社で建設工事を発注し

ている公社。ｃ．市町村が設立に際し、基本財産の全部または一部を拠出し、かつ、市町村の建設工事の実

施を寄附行為または定款の目的または事業の１つとしている公益法人（平成 20 年 12 月 1 日以降設立され

た公益財団法人または同年 11 月 30 日まで財団法人（「特例民法法人」）であったもの）。 

７ 千葉県内での実績を評価項目としている場合は、当該管内を千葉県内と読み替える。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

記載例 

当該管内であることを確認すること。 

一部管理が他の事務所管内に跨る箇所

などの扱いに迷う場合は発注機関に 

確認してください。 
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対象型式：特別簡易型・簡易型 

６．地域貢献度 

１）地震・風水害・その他の災害応急対策に関する協定（様式第 10 号） 

 

 

 

 

（１）  様式第１０号について、欄外の注記、本書の記載例を確認の上、記入願います。 

（２）  協定を締結する団体に所属しているか確認しますので、その団体の発行する

証明書等を提出してください。ただし、協定の写しで当該団体に所属している

事が確認できる場合には、別途提出は不要です。 

（３）  協定の締結が無い場合には、様式第 10 号の提出は不要です。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記載要領 
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様式第１０号 

地震・風水害・その他の災害応急対策に関する協定 
 

工事名：  ○○○○工事       
会社名：   （株）△△建設      
 
 

対象協定の協会・支部等に企業であることを証明する書類（業務基本協定もしくは細目協定 
を締結する団体の発行する証明書等）を添付する。協定の締結が無い場合は提出不要。 

 
 
 
 

 
①業務基本協

定 締 結 の 有

無 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
入札公告の時点において、「地震・風水害・その他の災害応急対策に 
関する業務基本協定」千葉県との締結協定名称 

 地震・風水害・その他の災害応急対策に関する業務基本協定 
（千葉県） 

 
 
※１ 入札公告で特に指定がない場合、「地震・風水害・その他の災 

害応急対策に関する業務基本協定」を評価対象の協定とし、協定 
の対象となる協会等に属する企業である場合、評価する。 

※２ 入札公告で特に評価対象となる協定の指定があった場合には、 
〔 〕内に協定名を記入する。 

 
②業務細目協

定 締 結 の 有

無 
 

 
あり   ・   なし 

 
入札公告の時点において、地震・風水害・その他の災害応急対策に関す

る業務基本協定に基づく業務細目協定の千葉県出先機関との締結の有無

（①において業務基本協定の締結がある場合に記載する）。 

 地震・風水害・その他の災害応急対策に関する業務細目協定 
（○○○○事務所） 

※３「あり」の場合には上〔 〕内に業務細目協定を締結する千葉県出先

機関名を記入する。細目協定の対象となる協会支部等に属する企業で

ある場合、評価する。 

記載例 

細目協定の対象企業であることが確認でき

ない事例が多いため、証明書の添付漏れに

注意 

部局により名称が違う場合は正式な

名称を記載してください。 
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対象型式：特別簡易型・簡易型 

２）県内企業の活用（様式第１1 号） 

 

 

 

 

（１）  様式第１１号について、欄外の注記、本書の記載例を確認の上、記入願いま

す。 

（２） 全ての下請（1 次、２次、３次・・・）について記入してください。 

なお、１次下請負予定金額には、２次下請負予定金額を除いた値を記入するこ

と。（以下、２次から３次の場合等も同様） 

（３） 資材の調達や製作のみの契約など、当該工事の施工現場における労務を含ま

ないものは下請金額には計上できません。 

 

 

 

（１） この項目での県内企業とは、千葉県内に本社を有する者です。県外企業の 

県内の支店・営業所は、県内企業と判断されません。 

（２） 下請負契約のうち県内企業の割合は、施工体制台帳にある全ての下請企業

（2 次、3 次以下も含む）について、県内外を分類し、各々の契約書、注文書 

、請書等の写し等を求め契約金額を確認します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載要領 

評価のポイント 
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様式第１１号 

県内企業の活用 
工事名：  ○○○○工事        

会社名：  （株）△△建設      

 

１．下請負予定金額 
 

下請負予定工種・金額 
県内外の別 
 

工  種 金  額 
県内外 
の別 

笠 コ ン ク リ ー

ト工 
△△，△△△，△△△ 県内 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

下請負予定金額

合計（Ａ） △△，△△△，△△△円 

２．県内企業 
下請負予定金額合計（Ｂ） 

（１．のうち、県内の者のみ合算した値）  

△△，△△△，△△△円 

３．県内企業が 
下請負予定金額に占める割合 
（Ｂ）÷（Ａ）×100 

１００ ％      
※少数点 2 位以下切捨て  

１ 本様式での「県内企業」とは千葉県内に本社がある者をいう。 
２ 全ての下請（1 次、２次、３次・・・）について記入すること。なお、１次下請負予定 

金額には、２次下請負予定金額を除いた値を記入すること（以下、２次から３次の場 
合等も同様）。 

３ 受注後、下請企業の変更等により、「３．県内企業が下請負予定金額に占める割合」が 
「７０％以上から７０％未満」又は「５０％以上から５０％未満」に変更になった場合、 
工事成績評定点を３点減点及び履行義務違反となる。 

４ 「３．県内企業が下請負予定金額に占める割合」が「５０％未満」の場合は提出不要 
とする。 

５ 共同企業体の場合は、会社名を企業体名と読み替える。 

記載例 
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対象型式：特別簡易型・簡易型 

３） 営業拠点の所在 

 

 

（１）  当該管内で、災害応急対策に関する協定を締結している支店は、本店扱い 

とします。 

 

 
 
４） 県産品活用計画（様式第１2 号） 

 

 

 

 

（１） 県内及び県外の企業が製造又は生産する品目の内、県産品を使用した場合、    

評価します。 

（２） 指定品目の調達先の本社や工場が千葉県内に所在することを確認します。 

（３） 最終製品段階に加工した会社の本社が千葉県（工場が県外でも可）又は工場  

の所在地が県内（本社が県外でも可）で判断します。商社、問屋等の本社が千葉

県内にあっても県産品にはなりません。 

（４） 指定品目が県外を含めた複数の工場で製造されている場合、千葉県内の工場か 

ら出荷される事を確約する資料は、技術資料提出時には必要ありません。なお、

落札者となった場合は、完成検査時までに、現場に搬入された資材が千葉県内の

工場から出荷されたことを確認します。 

（５） 様式第 12 号の設計数量は、入札公告文に記載された主要資材の数量を記載し 

てください 

なお、実際の工事で使用量が満たない場合は履行義務違反となります。  

（６） 設計変更により指定品目の数量の増減があった場合は、増量変更の場合は当初

設計分を担保することとし、減量変更の場合は変更後の設計数量を担保するも

のとします。 

※工事着手前に設計数量の減量が必要となった場合は、必ず監督員と協議して

ください。協議が無く施工後に判明した場合は、履行義務違反となります。 

（１）  様式第 12 号について、欄外の注記、本書の記載例を確認した上、記入して

ください。 

（２） 申告のあった品目について、過去の工事の納入伝票、カタログ、ホームペー 

ジ等の本社や工場が、千葉県内に所在することがわかる部分の写しにより確認 

しますので、これらを添付して下さい。 

記載要領 

対象型式：特別簡易型・簡易型 

対象要件 

評価のポイント 
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（７） 技術資料提出時の予定と異なる業者から調達した場合、その全量を予定と異な 

る業者から調達しても県産品の定義に合致すれば履行義務違反とはなりません。 

納入業者の変更を監督職員と協議してください。 

（８） 複数品目のいずれかの使用が評価となる場合（「A 又は B」と指定した場合）、 

技術資料提出時と異なる指定品目について県産品を使用した場合（技術資料提出

時は A、実際の使用は B）、減点や履行義務違反とはなりません。 

なお、この場合、着手後に指定品目を変更する旨を工事打合せ簿等の書面によ

り記録してください。 

（９） 施工時の県産品の確認は、納入伝票やミルシート等により、現場に実際に搬入 

された資材が県産品であることを確認します。 

木材及び木材製品は、「ちばの木販売管理票（A)」により、千葉県産であるこ

とを確認します。 

（１０）履行義務違反の基本的な考え方は、以下となります。 

・受注者の責により 100％達成出来なかった。  →減点 

・発注者の指示により達成出来なくなった。    →減点しない 

・不可抗力（災害・停電等による工場の操業停止など）により県産品の使用 

が出来なかった。  →減点しない 
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（空白） 
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様式第１２号 

県産品活用計画書 
 

工事名：  ○○○○工事       
会社名：  （株）△△建設     

 
 

品目・規格等 設計数量 
生産・加工又は製造 

企業名 本社の所在地 
工場の所在地 

U 型側溝 １５０ｍ 
○○建材（株） 

千葉市花見川区 
千葉市花見川区 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
１ 指定品目の県産品の活用の有無に対して評価する。 
  数量は、入札公告に記載された主要資材の数量を記載し、その数量の使用に対し、履行義務

が発生する。 
２ 本社又は工場が千葉県内に所在することを証明するもの（過去の納入伝票、カタログの該当

ページの写し等）を添付する。 
３ この表に記載した業者を、県産品の定義に当てはまる範囲において施工時に他の業者に変更

することは出来る。 
４ 複数品目のいずれかが指定されている場合（A 又は B のうち A を指定）、工事着手後に表に

記載した指定品目以外に変更（A から B に変更）しても履行義務違反にならない。 
５ 入札時の申請に反して、受注者の責により施工時に県産品の活用が出来なかった場合は、工

事成績評定点を３点減点及び履行義務違反になる。 
６ 一抜け方式入札において、本書は参加を希望する全ての工事分を作成すること。  
 
 
 
 
 
 

記載例 

「県産品の定義」について

は手引きの記載を参照。 
商社など調達先が県内とい

うだけでは評価しない 

設計数量は、入札公告文に

記載された主要資材の数量

です。 
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対象型式：特別簡易型・簡易型 

５） 地域美化活動のボランティア実績（様式第１3 号） 

  

 

 

（１）  様式第１３号について、欄外の注記、本書の記載例を確認の上、記入願いま

す。 

（２） 活動が証明（確認）できる資料を添付してください。 

必ず団体で第三者が客観的に証明する「活動証明」、報道機関等の「新聞記事」

などを添付し提出してください。 

申請者が単独で自主的に実施した活動は、活動を証明する観点から評価対象

としていません。 

 

 

（１） 千葉県が管理する公共施設（道路、河川、海岸、都市公園等）における美化活 

 動を評価します。 

（２） 千葉県が管理する公共施設には、県が市町村、指定管理者などに管理を委託し 

ている施設を含みます。 

（管理施設の例） 

 

 

 

 

 

（３） 地域美化活動のボランティア活動の実績は、前年度及び当該年度に 1 回あれば  

評価します。（複数回あっても 1 回とします。） 

（４） ボランティアの実績において、美化活動が営業目的と判断されるような場合に 

は、評価の対象としません。 

（５） 子会社や下請け会社が美化活動を行った実績は加点されません。  

 
 
 
 
 
 
 
 

記載要領 

稲毛海浜公園（管理者：千葉市）・・・・・・・対象外 

県立幕張海浜公園（管理者：千葉県）・・・・・対象 

評価のポイント 
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様式第１３号 

地域美化活動のボランティア実績 
 

工事名：  ○○○○工事      
会社名：  （株）△△建設     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ボランティア

活動 

千葉県が管理する公共施設における地域美化活動のボランティア実績 
（公共施設管理者と協定締結等がない団体等の自主的な活動実績は除く） 

＊ 実績対象期間は、前年度及び当該年度の入札公告の前日までと

する。 
 
 
 
 
ボランティア

活動の区域及

び活動実績 
 

 
ボランティア活動の区域：千葉市美浜区 
ボランティア活動組織名称：千葉県〇〇〇〇協会 
ボランティア活動の期間：自）令和○○年○月○日 

至）令和○○年○月○日 
ボランティア活動の内容：県立幕張海浜公園ビーチクリーン活動 

活動が証明（確認）できる資料を添付すること 
例：公共施設管理者との協定締結等又は活動が証明できる資料 
  
（補足：新聞記事や地域情報紙等で、土木事務所と団体が共催しているこ

とが分かる写真、記載時期、実施時期、実施内容、会社名が明確に証明で

きる場合は、協定書等は不要） 
 

申請者が単独で自主的に実施した活動は、活動を証明す

る観点から評価対象としていません。必ず団体で第三者

が客観的に証明する「活動証明」、報道機関等の「新聞記

事」などを添付願います。 

記載例 

千葉県が管理する道路、河川、海岸、都市公園などの公共施設

が対象です。（市町村管理施設は対象外） 
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対象型式：特別簡易型・簡易型 

6）障害者雇用促進（様式第１4 号）  

 

  

 

 

（１）  様式第１４号について、欄外の注記、本書の記載例を確認の上、記入願います。 

（２） 障害者の雇用の証明書等を提出してください。 

    原則、第三者が発行する以下の内容について確認できる証明書を添付してく 

ださい。 

       ① 障害者の雇用であること。 

    ② 県内在住者の雇用であること。 

③ 雇用の事実が確認できること。 

（３） 障害者の雇用の証明とは、公共職業安定所に報告した「障害者雇用状況報書   

（過去直近の６月１日現在）」の写し（公共職業安定所の法令等に定められた期日

（6 月 1 日～7 月 15 日）内の受領印が押されているもの）及び県内在住である 

ことを証明するものを提出してください。 

（４） 報告義務のない事業主は、雇用状況を確認できる書類（健康保健被保険者証等

の写し）、障害者の証明（障害者手帳等の写し）を提出することによりこれに替え

ることができます。 

このとき、個人情報の取り扱いについては十分注意してください。 

 

 

（１） 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に該当する者の雇用に対し評価します。 

（２） 継続的な雇用で正規雇用を評価対象としています。勤務が週 3 日など非常勤扱       

いの雇用は評価しません。障害者の雇用の証明書等を提出してください。 

（３） 評価の対象となるのは被雇用者であり、役員は評価の対象となりません。 

（４） 雇用職種にかかわらず、事務職でも評価の対象としています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記載要領 

評価のポイント 
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様式第１４号 

障害者雇用促進 
 
工事名：   ○○○○工事      

会社名：   （株）△△建設      
 
 
 

証明に不必要な部分を消去する。（塗り潰すなど） 
 
 
 

 
 
障害者の雇用 
 

 
 

建設業法に基づく許可を得た、県内に所在する本店または営業所、もし

くは県内の工場において、入札公告の前日における県内在住の障害者の雇

用 
 
 

 
 
 
 
障害者の雇用

状況の詳細 
 

 

 
勤務している本店、営業所、工場の名称：（株）△△建設 
 
上記の所在地：千葉市中央区市場町１丁目１番地 
 
 
 
 
 
 
障害者の雇用の証明：公共職業安定所に報告した「障害者雇用状況報告書

（過去直近の６月１日現在）」の写し（公共職業安定所の法令等に定められ

た期日（6 月 1 日～7 月 15 日）内の受領印が押されているもの）及び県内

在住であることを証明するものを添付すること。 
但し、報告義務のない事業主は、雇用状況を確認できる書類（健康保健

被保険者証等の写し）、障害者の証明（障害者手帳等の写し）を提出するこ

とによりこれに替えることができる。なお、個人情報の扱いには充分注意

すること。 

原則、第三者が発行する証明書により 
１）障害者の雇用であること ２）県内在住者の雇用 
３）雇用の事実が確認できること 
以上を全て満足していることが確認できる書類を添付 

記載例 
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対象型式：特別簡易型・簡易型 

7）高年齢者雇用促進（様式第１5 号）  

 

  

 

（１） 様式第１5 号について、欄外の注記、本書の記載例を確認の上、記入願いま

す。 

（２）  雇用の証明ができる書類を提出してください。 

（３）  雇用の契約書があれば、その写しを提出してください。 

（４）  雇用の契約書がなければ、会社が正規雇用していることが確認できる書類を

提出してください。 

・健康保健被保険者証や給与の支払い状況のわかるもの 

・年齢及び県内在住の証明書類等 

（５） 一般に健康保健被保険者証では、会社名（雇用の事実）と年齢の記載がありま

すが、対象者の住所が確認できませんので、運転免許証などの写しが合わせて   

必要となります。 

 

 

（１）  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第一項に規定する年齢以上の  

者の雇用を評価します。 

（２）  継続的な雇用で正規雇用を評価対象としています。勤務が週 3 日など非常勤 

扱いの雇用は評価しません。 

（３）  評価の対象となるのは被雇用者であり、役員は評価の対象となりません。 

（４）  雇用職種にかかわらず、事務職でも評価の対象としています。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記載要領 

評価のポイント 
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様式第１５号 

高年齢者雇用促進 
 

工事名：   ○○○○工事     
会社名：   （株）△△建設   

証明に不必要な部分を消去する）。（塗り潰すなど） 

証明に不必要な部分を消去する。（塗り潰すなど） 
 
 
 
 

 
 
高年齢者の雇

用 
 

 
 

建設業法に基づく許可を得た、県内に所在する本店または営業所、もし

くは県内の工場において、工事公告の前日における県内在住の高年齢者の

雇用 
 
なお、高年齢者とは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」第９条

に定める「高年齢者雇用確保措置」を講じなければならない年齢（「６５

歳」）以上の者をいう。 
  

 
 
 
 
高年齢者の雇

用状況の詳細 
 

 
勤務している本店、支店、営業所、工場の名称：（株）△△建設 
 
上記の所在地：千葉市中央区市場町１丁目１番地 
 
 
 
 
 
高年齢者の雇用の証明：雇用、年齢及び県内在住を証明できる書類を提出

する。 
【証明資料の例】 
① 雇用を証明する資料 

・健康保健被保険者証、賃金台帳等の写し 
② 年齢を証明する資料 

・運転免許証、健康保健被保険者証等の写し 
③県内在住を証明する資料 
 ・運転免許証、住民票（発行日から３か月以内）等の写し 

一般に健康保健被保険者証では、会社名（雇用の事実）と

年齢の記載がありますが、対象者の住所が確認できません

ので、運転免許証などの写しが合わせて必要となります。 

記載例 
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対象型式：特別簡易型・簡易型 

８）女性雇用促進（様式第１６号）  

 

  

 

（１）  様式第１６号について、欄外の注記、本書の記載例を確認の上、記入願いま

す。 

（２）  雇用の証明ができる書類を提出してください。 

（３）  雇用の契約書があれば、その写しを提出してください。 

（４）  雇用の契約書がなければ、会社が正規雇用していることが確認できる書類を

提出してください。 

・健康保健被保険者証や給与の支払い状況のわかるもの 

・年齢及び県内在住の証明書類等 

（５） 一般に健康保健被保険者証では、会社名（雇用の事実）と年齢、性別の記載が

ありますが、対象者の住所が確認できませんので、運転免許証などの写しが合

わせて必要となります。  

 
 

（１） 継続的な雇用で正規雇用を評価対象としています。勤務が週 3 日など非常勤 

扱いの雇用は評価しません。 

（２） 評価の対象となるのは被雇用者であり、役員は評価の対象となりません。 

（３） 雇用職種にかかわらず、事務職でも評価の対象としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

記載要領 

評価のポイント 
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様式第１６号 

女性雇用促進 
 

工事名：   ○○○○工事    
会社名：   （株）△△建設     

 

証明に不必要な部分を消去する。（塗り潰すなど） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
女性の雇用 
 

 
建設業法に基づく許可を得た、県内に所在する本店または営業所、もし

くは県内の工場において、入札公告の前日における県内在住の女性の雇用 
 

 
 
 
 
女性の雇用状

況の詳細 
 

 
勤務している本店、支店、営業所、工場の名称：（株）△△建設 
 
上記の所在地：千葉市中央区市場町１丁目１番地 
 

女性の雇用の証明：雇用及び県内在住を証明できる書類を提出する。 
【証明資料の例】 
① 雇用を証明する資料 

・健康保健被保険者証、賃金台帳等の写し 
② 県内在住を証明する資料 
 ・運転免許証、住民票（発行日から３か月以内）等の写し 
③ 性別を証明する資料 
 ・健康保健被保険者証等の写し 

一般に健康保健被保険者証では、会社名（雇用の事実）と年

齢、性別の記載がありますが、対象者の住所が確認できませ

んので、運転免許証などの写しが合わせて必要となります。 

記載例 
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対象型式：特別簡易型・簡易型 

９） 災害活動実績（様式第１７号）  

 

 

 

 

（１）  様式第１７号について、欄外の注記、本書の記載例を確認の上、記入願いま

す。 

（２）   活動実績を証明する各出先機関が発行の「災害活動証明書」の写し、又は、

「契約書」の写しと作業内容が上記の内容であることが分かる書類の写しを添

付してください。 

（３）   災害活動完了日は完成検査日ではなく、災害活動の行為が完了した時点の日

付とします。 

入札公告の前日までの活動実績を評価するため、各出先機関から発行される

証明書の発行日は、公告日以降のものでも構いません。証明証の発行について

は各出先機関にご相談ください。 

  

 

 

（１）   該当管内の「地震・風水害・その他の災害応急対策に関する業務細目協定」

等、災害協定に基づき各出先機関が依頼して対応した「応急措置」、「応急復旧

工事」が評価の対象となります。パトロールやパトロールと併せて実施した  

簡易的な応急措置の業務は、評価の対象となりません。 

（２）   災害活動実績は、応急措置又は応急復旧工事の実績が対象期間内に１件以上

にて評価を行います。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記載要領 

評価のポイント 
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様式第１７号 

災害活動実績 
 

工事名：   ○○○○工事      
会社名：   （株）△△建設     

 

１ 災害活動完了日は完成検査日ではなく、災害活動の行為が完了した時点の日付を記載する。 
２ 「応急措置又は応急復旧工事」とは、パトロールやパトロールと併せて実施した簡易的な 

応急措置を除いた応急措置業務もしくは応急復旧工事を対象とする。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害活動実績 

・入札公告の前年度から過去２か年度及び当該年度の入札公告前日までを

加えた期間を評価する。 
・入札参加資格要件で示す管内での災害活動実績を評価する。 
・１災害につき応急措置又は応急復旧工事の実績を評価する。 

災害活動実績 
の詳細 

 
災害活動箇所 ：八千代市萱田 
災害活動完了日：令和□年△月○日 
 
災害活動の内容： 応急措置 ・ 応急復旧工事 
 

 
災害活動実績の証明：活動実績を証明できる以下のいずれかの書類 

を添付すること。 
 
 ・各出先機関が発行する「災害活動証明書」の写し 
 ・「契約書」の写し及び作業内容が証明できる書類の写し 

記載例 

「地震・風水害・その他の災害応急対策に関する業務細目協定」等、

災害協定に基づき各出先機関が依頼して対応した「応急措置」、「応急

復旧工事」が評価の対象となります。 
平成３０年度の業務・工事は「契約書」の写しと作業内容が上記の

内容であることが分かる書類の写し、令和元年度以降の業務・工事は

各出先機関が発行する「災害活動証明書」の写しを添付して下さい。 

いずれかの該当するものを 

”○”で囲ってください。 
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対象型式：特別簡易型・簡易型 

７．その他 

 

１）手持ち工事量（様式第１8 号）  

 

 

 

 

（１） 手持ち工事量は、当初契約日で判断します。 

（２） 増額（減額）変更された工事公告日の前日時点で確定している最新の請負金額

とします。 

（３） 過去２年間の平均受注額がない場合や過去 1 年間の年間受注額が０の場合、 

下記のように評価します。 

※ ａは０より大きい値（受注額） 

 

 分子：施工中、完成に係わらず、公告日から遡って１年間に契約した工事請負代金の合計

（工事請負代金５００万円未満の工事を除く） 

分母：過去 2 か年度間の平均受注額（工事請負代金５００万円未満の工事を除く） 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）  様式第１８号について、欄外の注記、本書の記載例を確認の上、記入願います。 

（２）  契約状況を一覧表にして併せて提出してください（様式自由） 

（３）  「手持ち工事量の状況」の申請点数が０点の場合は、様式 18 号及び「契約状

況の一覧表及びコリンズ竣工実績データ等」の提出は不要です。 

（４）  契約変更した場合の確認や登録手続きにより、CORINS の変更が完了できない

場合は、CORINS と発注者のデータが異なる可能性がありますので、最新の契約

書の写し等、実情にあったデータを提出して下さい。 

（５）  議会承認前の仮契約は対象としません。 

記載要領 

評価のポイント 
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様式第１８号 
 

手持ち工事量の状況 
 

工事名：   ○○○○工事        
会社名：  （株）△△建設     

 

① 入札公告から遡って１年間の受注実績 あり      なし 

② 過去２か年度間の受注実績 あり      なし 

 
①年間受注額 注１）  ÷ ②過去２か年度間の平均受注額 注２）  ＝手持ち工事量比率 

注３） 
 

（  88,000,000 円） ÷ （  143,000,000  円） ＝（  0.6  ） 
                            ※少数点 2 位以下切捨て  

 
注１）「年間受注額」は、入札公告の日から遡って１年間に契約したものを対象とし、 

工事請負代金額 500 万円未満のものを除く。 

注２）「過去２か年度間の平均受注額」、工事請負代金額 500 万円未満のものを除く。 
注３）千葉県所掌工事における同工種の手持ち工事量比率とする。 
 

１ 「年間受注額」が有り「過去２か年度間の平均受注額」が０円の場合は、手持ち工事 

量比率を「－」と記入し、申請点を０点とする。 

２ 「年間受注額」及び「過去２か年度間の平均受注額」が共に０円の場合は、手持ち工 

  事量比率を「－」と記入し、申請点を１点とする。 

３ 契約状況（受注金額）を一覧表にして提出すること（様式は自由）。記載した工事を示す 

コリンズの竣工実績データ等を添付すること。 

４ 「手持ち工事量の状況」の申請点数が０点の場合は、当該様式と「契約状況の一覧表 

及びコリンズ竣工実績データ等」は提出しなくてよい。 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 
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対象型式：特別簡易型・簡易型 

２）履行義務違反 

  

 

 

（１） 前年度に完成した工事が対象となります。 

（例えば：令和５年度は令和４年度に完成検査を受けた工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象要件 
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  第３章 入札手続き・評価方法など 

１．契約内容の担保 

  

 

（１） 下請割合、県産品使用計画書については、得点しなかった内容の履行義務は 

ありません。 

例えば、下請の県内割合が 40％から 0％になっても減点しません。 

（２） 施工計画での提案が履行できなかった場合は一律に減点とはせず、受発注者

間の協議を踏まえ、概ね次の考え方に基づき判断します。 

①発注者側の理由による設計変更の結果履行不可能となった場合 

→  減点しない。 

②現場着手後に判明した事象への対応のため履行不可能となった場合 

→  減点しない。 

③正当な理由無く履行されなかった場合 

→  減点する。  

（３） 発注者側の理由による設計変更や現場着手後に判明した事象への対応のため 

に提案内容が履行不可能となった場合、総合評価上の手続きは特に定めていませ

ん。ただし、受発注者協議の上、工事打合せ簿により履行義務の対象外である旨

の記録を残しておく必要があります。 

（４） 契約後の技術者の途中変更は病気、死亡、退職、の真にやむを得ない場合を除

き認められていません。 

やむを得ない理由により交代が認められる場合は、交代前後で主任（監理）  

技術者に係る評価点の合計点が減少しない者を配置してください。 

契約内容の担保となりますので、交代により評価点の減少となった場合、履行

義務違反となりますので、ご注意ください。（P24 別表 2 参照） 

（５） 「若手技術者・女性技術者の配置」について、出産・育児休業等となる場合、

コリンズ上は主任技術者で登録を残したまま「若手・女性」に代わる監理技術者を

追加登録してください。ただし、その他の評価項目に対して履行義務に注意してく

ださい。 

 

  

 

 

 

 

 

  

評価のポイント 
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２．評価調書（評価結果） 

  評価調書は、ちば電子調達システム（入札情報サービス）に掲載されます。 

なお、システムへの掲載は若干時間を要します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここをクリック 

（評価調書へ） 
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◎一抜け方式の場合の評価調書 

【開札順 1 番目の工事】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開札順２番目以降の工事】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事番号

【落札者決定基準】  　評価項目及び評価点

地域
精通度

10 2 6 2 - 1 0 － 2 2 1 1 2 3 - 2 2 1 － 0 37 30 100 130

【技術資料の審査結果】

業　　者　　名 施工計画 施工実績 工事成績 優良工事
技術開発・
新技術等

ISO認証
不誠実な

行為
保有資格 施工経験

技術者
工事成績

若手・女性
技術者

継続教育
(CPD)

施工実績 災害協定
県内企業
の活用

営業拠点 県産品
地域特有

貢献
手持ち
工事量

履行義務
違反

合計 加算点 標準点 技術評価点

1 ○○建設（株） 6 0 5 2 － 1 0 － 0 2 0 1 0 3 － 2 2 1 － 0 25 24.193 100 124.193

2 △△土建（株） 10 1 6 2 － 1 0 － 0 2 0 1 2 3 － 2 0 1 － 0 31 30.000 100 130.000

3 □□工業（株） 辞退

4 ××建設（株） 3 1 4 2 － 1 0 － 0 1 0 1 2 3 － 2 2 1 － 0 23 22.258 100 122.258

5 △建設興業（株） 6 1 6 2 － 1 0 － 0 2 0 1 2 3 － 2 0 1 － 0 27 26.129 100 126.129

6

7

8

9

10

企業の信頼性・社会性

加算点 標準点 技術評価点

企　　業　　の　　技　　術　　力

施工計画

施工実績 工事成績 ISO認証
不誠実な

行為
保有資格

その他

企　　業　　の　　施　　工　　能　　力 配置予定技術者の能力 地域貢献度
手持ち
工事量

履行義務
違反地域特有

貢献
施工経験

技術者
工事成績

若手・女性
技術者

継続教育
（CPD)

評　　価　　調　　書　（公表用）

主務課・事務所名 工　　　　事　　　　名 路線名・工事箇所 予定価格（税込み）

第○○号
○○○○課
○○土木事務所 △△△△工事（□□□□工その１）

主要地方道○○○○線
□□市　△△

○○○,○○○,○○○円

優良工事
技術開発・
新技術等

施工実績

令和○年○○月○○日　公表

合　計

一般競争入札

入札方式 工　　　　　事　　　　　概　　　　　要

災害協定

工事延長　Ｌ＝○○。○ｍ

△△△△△工　1式

県内企業
の活用

営業拠点 県産品

工事番号

【落札者決定基準】  　評価項目及び評価点

地域
精通度

10 2 6 2 - 1 0 － 2 2 1 1 2 3 - 2 2 1 － 0 37 30 100 130

【技術資料の審査結果】

業　　者　　名 施工計画 施工実績 工事成績 優良工事
技術開発・
新技術等

ISO認証
不誠実な

行為
保有資格 施工経験

技術者
工事成績

若手・女性
技術者

継続教育
(CPD)

施工実績 災害協定
県内企業
の活用

営業拠点 県産品
地域特有

貢献
手持ち
工事量

履行義務
違反

合計 加算点 標準点 技術評価点

1 ○○建設（株） 6 0 5 2 － 1 0 － 0 2 0 1 0 3 － 2 2 1 － 0 25 24.193 100 124.193

2 △△土建（株） 10 1 6 2 － 1 0 － 0 2 0 1 2 3 － 2 0 1 － 0 31 30.000 100 無効

3 □□工業（株） 辞退

4 ××建設（株） 3 1 4 2 － 1 0 － 0 1 0 1 2 3 － 2 2 1 － 0 23 22.258 100 122.258

5 △建設興業（株） 6 1 6 2 － 1 0 － 0 2 0 1 2 3 － 2 0 1 － 0 27 26.129 100 126.129

6

7

8

9

10

11

標準点 技術評価点
県内企業
の活用

営業拠点 県産品
地域特有

貢献
合　計 加算点施工経験

技術者
工事成績

若手・女性
技術者

継続教育
（CPD)

施工実績 災害協定

地域貢献度
手持ち
工事量

履行義務
違反

施工実績 工事成績 優良工事
技術開発・
新技術等

ISO認証
不誠実な

行為
保有資格

工事延長　Ｌ＝○○。○ｍ

△△△△△工　1式

企　　業　　の　　技　　術　　力 企業の信頼性・社会性 その他

施工計画

企　　業　　の　　施　　工　　能　　力 配置予定技術者の能力

第○○号
○○○○課
○○土木事務所 △△△△工事（□□□□工その２）

主要地方道○○○○線
□□市　△△

○○○,○○○,○○○円 一般競争入札

評　　価　　調　　書　（公表用） 令和○年○○月○○日　公表

主務課・事務所名 工　　　　事　　　　名 路線名・工事箇所 予定価格（税込み） 入札方式 工　　　　　事　　　　　概　　　　　要

開札順１番目の工事

において、落札者と

なった者を、無効と

する。 
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３．ＪＶの評価方法について  

  【ＪＶで受注した工事の評価方法】 

  特定ＪＶで受注した工事の評価方法 経常ＪＶで受注した工事の評価方法 

企
業
□
施
工
能
力 

施工実績 出資比率を掛けずに評価 出資比率を掛けずに評価 

工事成績の平均点 出資比率を掛けずに評価 出資比率を掛けずに評価 

優良工事表彰対象工事 出資比率を掛けずに評価 出資比率で按分 

過去の不誠実な行為 出資比率を掛けずに評価 出資比率を掛けずに評価 

手持ち工事量 出資比率で按分（※1） 出資比率で按分（※1） 

配
置
予
定
技
術

者
□
能
力 

施工経験 出資比率を掛けずに評価 出資比率を掛けずに評価 

千葉県所掌工事における工事

成績 
出資比率を掛けずに評価 出資比率を掛けずに評価 

地
域
精

通
度 

当該管内での公共工事の施工

実績 
出資比率を掛けずに評価 出資比率を掛けずに評価 

千葉県所掌工事における総合評価方式で

の履行義務違反 
出資比率を掛けずに評価 出資比率を掛けずに評価 

  
出資比率が 20％以上の工事について、上記の評価を行う。 

出資比率が 20％未満の工事実績は評価しない 

（※１） 

  ○ JV で受注した工事を含む手持ち工事量の計算 

過去 2 カ年度に、1 億円（単独）、2 億円（単独）、６億円（JV:３割出資）の受注があった場合 

 

分母 ＝ （１億 ＋ ２億 ＋ ６億×０．３）／２ ＝ ２．４億円 

 

ＪV 等の各評価項目については、構成員ごとの点数を小数のまま算出します。 

各項目の点数すべてを合計したのちに小数点以下 2 位を切捨てます。（計算の過程では切り捨て

せず、すべてを合計してから切り捨てて小数点 1 位までで評価します。） 
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【ＪＶで参加する場合の評価方法】 

  特定ＪＶで参加する場合の評価方法 経常ＪＶで参加する場合の評価方法 

企
業
の
施
工
能
力 

施工計画 代表構成員が作成 代表構成員が作成 

施工実績 構成員ごとに評価し、出資比率で按分 

・経常ＪＶの実績 

・ な い 場 合 は 構 成 員 の 実 績 （ い ず れ か    

１社があれば良い） 

工事成績の平均点 
構成員ごとに評価し、出資比率で按分

（※２） 

・経常ＪＶの実績 

・ない場合は構成員ごとに評価し、出資比

率で按分（※２） 

優良工事表彰対象工事 構成員ごとに評価し、出資比率で按分 

・経常ＪＶの実績 

・ない場合は構成員ごとに評価し、出資比

率で按分 

過去の不誠実な行為 構成員ごとに評価し、出資比率で按分 

下記のうち減点が大きい方を採用 

・経常ＪＶの減点 

・構成員ごとに評価し、出資比率で按分 

技術開発の実績 構成員ごとに評価し、出資比率で按分 

・経常ＪＶの実績 

・ない場合は構成員ごとに評価し、出資比

率で按分 

新技術等の活用 
特定 JV として、その工事で活用すると

き評価 

経常 JV として、その工事で活用するとき

評価 

ＩＳＯ認証取得 構成員ごとに評価し、出資比率で按分 

・経常ＪＶの実績 

・ない場合は構成員ごとに評価し、出資比

率で按分 

手持ち工事量 構成員ごとに評価し、出資比率で按分 

・過去 2 カ年度間の経常ＪＶの実績 

・ない場合は構成員ごとに評価し、出資比

率で按分 

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力 

主任（監理）技術者資格 特定ＪＶの配置予定技術者で評価 経常 JV の配置予定技術者で評価 

施工経験 特定ＪＶの配置予定技術者で評価 経常 JV の配置予定技術者で評価 

継続教育（CPD）の取組状況 特定ＪＶの配置予定技術者で評価 経常 JV の配置予定技術者で評価 

千葉県所掌工事における工事成

績 
特定ＪＶの配置予定技術者で評価 経常 JV の配置予定技術者で評価 

若手技術者・女性技術者の配置 
特定ＪＶの配置予定技術者又は現場代理

人で評価 

経常ＪＶの配置予定技術者又は現場代理

人で評価 

地
域
精

通
度 

当該管内での公共工事の施工実

績 
構成員ごとに評価し、出資比率で按分 

・経常ＪＶの実績 

・ない場合は構成員ごとに評価し、出資比

率で按分 

地
域
貢
献
度 

災害業務基本協定 構成員ごとに評価し、出資比率で按分 

・経常ＪＶの協定の有無 

・ない場合は構成員ごとに評価し、出資比

率で按分 

県内

企業

の活

用 

下請活用で評価 
特定 JV として、その工事で下請の県内

企業を活用する比率で評価 

経常 JV として、その工事で下請けに県内

企業を活用する比率で評価 

元請の比率で評価 構成員ごとに評価し、出資比率で按分 構成員ごとに評価し、出資比率で按分 

営業拠点の所在地   経常ＪＶの所在地（代表者の住所） 

地域特有貢献   

・経常ＪＶの実績 

・ない場合は構成員ごとに評価し、出資比

率で按分 

自
由 

項
目 

過去２年間の災害活動実績の 

有無 
構成員ごとに評価し、出資比率で按分 

・経常ＪＶの実績 

・ない場合は構成員ごとに評価し、出資比

率で按分 

千葉県所掌工事における 

総合評価方式での履行義務違反 
構成員ごとに評価し、出資比率で按分 

下記のうち減点が大きい方を採用 

・経常ＪＶの減点 

・構成員ごとに評価し、出資比率で按分 

  
出資比率が 20％以上の工事について、上記の評価を行う。 

出資比率が 20％未満の工事実績は評価しない 

（※2）  

  ○ 特定 JV で参加する場合の工事成績の平均点  

              A 社（7 割出資）の平均点：７７．７ → 5 点 

              B 社（3 割出資）の平均点：７４．７ → 3 点 

               の場合、特定 JV としての得点は、 

  5 点 × ０．７ ＋ 3 点 × ０．３ ＝ ４．４点 
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４．標準型の評価方法について（様式第１９号）  

  

標準型は、技術提案と施工計画を求める型式であり、技術提案は以下の４つの項目 

の内、1 項目もしくは 2 項目を選定します。 

①総合的なコスト（ライフサイクルコスト等） 

②性能・強度等（性能・機能の向上等） 

③社会的要請（環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源・リサイクル等） 

④個別テーマの施工計画   （④を2項目選択してもよい） 

（１） 技術提案書は、様式第１９号を用いて作成し提出してください。 

（２） 提案内容は、一つの評価項目につき A4 用紙 2 ページまでとし、公告内容を確認

の上、作成してください。 

（３） 評価項目の課題に対する必須の提案を指定する場合もあります。 

（４） 標準型の施工計画は、様式のタイトルを技術提案書から施工計画書に書き換えて 

使用してください。 

 

 

 様式第１９号 

 

 

 

 

 

 

 

記載要領 

○○○○工事（△△△工）  □□建設株式会

１．１ページ目は様式第１９号を使用すること。 

２．一つの評価項目につき A4 用紙 2 ページまでとし、公告内容を確認の上、 

作成すること。 

３．文字の大きさは、1１ポイント以上とする。 

４．企業体の場合は、会社名を企業体名と読み替える。 
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